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第１章 「第３次すこやか南部２１」の概要 

 
 

１．計画策定の背景と趣旨 

本町では「健康で住みよいまちづくり」の一層の推進を目指すため、健康寿命の延伸

及び生活の質の向上を図ることを目的に、心身の健康増進の実践指針となる行動計画と

して、平成 19年度に本町の健康増進計画である「すこやか南部 21」を、平成 24年度に

「第２次すこやか南部 21」を策定しました。また、平成 27年 10月には「健康なまち宣

言」を行い、生活習慣病予防を重視した健康づくり運動に取り組むこととしました。 

第２次計画では、「心身ともに健康でいきいきとした生活をおくることができる町」を

目指して各種保健事業の強化に取り組んできたところですが、私たちを取り巻く社会構

造・環境や健康に関わる状況はこれまで以上の速さで変化しており、本町においても様々

な影響を受けています。 

これらの変化に対応していくため、今後５年間における新たな計画では、第１次及び

第２次計画で取り組んできた事業の成果や課題などを再検証し、平成 30年度からの５年

間を計画期間とする施策を策定するものです。第３次計画策定にあたっては、個人の力

と社会の力を合わせて町民一人ひとりの健康を実現するという第１次及び第２次計画の

理念をもとに、第２次計画の評価と地域の現状・特性を踏まえ､町民の皆さんと行政が一

体となって、健康なまちづくりを進めようとするものです。 

また、本町では、保健・医療・福祉・介護サービスが必要な時に適切な内容で、総合

的・一体的に提供される地域包括ケアの推進を目指していることから、本計画では、地

域包括ケアシステム
※

における保健分野の推進を担うものであり、医療・福祉・介護の各

分野と連携を図るものです。 

※地域包括ケアシステムとは、保健・医療・福祉・介護などのサービス提供に関わる機関がお互いの機能

や役割を持ち寄り、協議を行い、連携を図ることで、課題解決につなげていく仕組みのことをいいます。 
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【南部町地域包括ケアシステムと南部町健康増進計画との関連】  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ２．計画の位置づけ 

本計画は、平成 12年 3月に国が策定した「21世紀における国民健康づくり運動（健

康日本 21）」の地方計画として、また、平成 15年 5月に施行された健康増進法の市町

村健康増進計画に位置づけられるものです。平成 27 年 10 月の「健康なまち宣言」を

踏まえ、「南部町総合振興計画」を上位計画として、「南部町食育推進計画」、「南部町

国民健康保険特定健康診査等実施計画」、「南部町国民健康保険保健事業実施計画」、「南

部町子ども・子育て支援事業計画」、「南部町介護保険事業計画・高齢者福祉計画」な

どとの整合性を考慮したものです。策定にあたっては、国の「21世紀における第二次

国民健康づくり運動（健康日本 21（第２次））」、「健やか親子 21（第２次）」、県の計画

「健康あおもり 21（第２次）」、「青森県次世代育成支援行動計画」の各計画や関係す

る法令などをもとにしています。さらに、本計画における歯科口腔の健康に関する部

分については、「南部町歯科口腔保健の推進に関する条例（平成 29年 4月 1日施行）」

第９条の第１項において定める「基本計画」として位置づけます。 

町 民 

保 健 

子どもから高齢者まで生涯を通

じた健康づくりと疾病予防 

医 療 

治療や看護、リハビリ、救急な

ど、必要な医療の提供 

地域資源 

町内会、近隣住民、行政、関

係機関・組織、ボランティア

など 

住まい・生活 

住環境、交通、経済、教育、

就労、防災、各種手当、医

療保険、地域の支え合い 

など 

福 祉 

児童、高齢者、障がい児・者、

権利擁護、生活保護など 

介 護 

介護、介護予防、重度化の防止、

地域支援など 

連携 連携 

連携 

連携 

連携 

連携 

支援 

支援 

支援 

支援 

支援 

支援 

南部町 

健康増進計画 

南部町地域包括ケアシステム 
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 ３．計画の期間 

本計画の期間は、平成 30年度（2018年）から平成 34年度（2022年）までの５年間

とし、３年目に中間評価を行います。ただし、社会情勢の変化、地域動向を注視し、

計画内容に不整合が生じるおそれのある場合は、計画期間中においても見直しを行う

ものとします。 

 

計画の期間 

H19 … H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 

 

 

 

 

 

                    

          

 

 

 

 

中間 

評価 

  

 

 

 

本計画と関連のある各計画 

計画 
年度 

H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 

南部町総合振興計画 H30～H34 前期計画 H35～H39 後期計画 

南部町国民健康保険特定健康診査
等実施計画 

H30～H35         

南部町国民健康保険保健事業実施
計画 

H30～H35         

南部町食育推進計画 
H26～ 

H30 
H31～H35         

南部町自殺対策計画（仮称）   H31～H35（予定）         

南部町子ども・子育て支援事業計画 H27～H31                 

南部町地域福祉計画 
H26～ 

H30 
H31～H35         

南部町障がい者計画 H29～H33             

南部町障がい福祉計画・障がい児福
祉計画 

H30～H32               

南部町介護保険事業計画・高齢者福
祉計画 

H30～H32               

 
 

第１次計画 

第２次計画 

第３次計画 
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 ４．ニーズ及び健康度の把握・策定の体制 

本計画の策定にあたっては、第２次計画を踏まえ、住民ニーズや健康度を把握するた

め、調査及び検討を行いました。 

 

（１）アンケート調査などの実施 

第２次計画策定時の評価項目などに合わせて町民の健康意識や食生活、運動などの生

活習慣の実態や健康づくりに関するニーズを把握し計画策定の基礎資料とすることを目

的に、アンケート調査及びインタビュー調査を実施しました。 

①健康意識調査 

20歳から 79歳の町民を対象とした無作為抽出による 2,000人に、平成 28年 11月 10 

日～24日の期間で実施しました。（有効回答数は 960、回収率 48.0％）。調査結果は、青・

壮年期（20歳～44歳）、中年期（45歳～64歳）、高齢期（65歳～79歳）ごとに集計・分

析を行いました。 

②児童生徒健康調査 

町内の小学５年生 144人、中学３年生 170人、保護者 314人を対象に、平成 29年７月 

11日～18日の期間に実施し、集計・分析を行いました。 

③南部町精神障害者家族会インタビュー調査 

平成 29年９月２日に、こころの健康に関する項目についてインタビュー調査を実施し 

ました。 

④南部町食生活改善推進員会インタビュー調査 

平成 29年９月 28日に、栄養・食生活に関する項目についてインタビュー調査を実施 

しました。 

 

（２）第２次計画の評価 

アンケート調査結果をもとに、第２次計画で設定した評価指標に合わせた評価を行い、

健康づくりに関係する団体、機関などからの意見を参考に、今後の施策の方向性を検討

しました。 

 

（３）健康福祉推進協議会での検討 

本町の実情にふさわしい計画内容とするため、南部町健康福祉推進協議会委員をメン

バーとする策定委員会を設置し、現状及び課題の分析や検討を行い、関係機関・団体の

意見や提案を計画に反映するよう努めました。 
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第２章 推進体制 
 

町民が健康づくりに主体的に取り組むには、行政をはじめ、健康づくり関係者が、そ

れぞれの活動を通じて健康づくりを推進し、必要に応じて連携を図りながら、町民の健

康づくりを支援する環境を整えることが大切です。 

本計画では、つぎのような体制で「健康なまちづくり」を推進します。 

 

１．推進組織 

町民の健康づくりの取り組みを総合的に協議する機関として、健康福祉関係者を構成

員とする「南部町健康福祉推進協議会」において、関係機関との情報交換や事業連携な

どを進め、計画で定めた目標の達成に向けて活動します。 

 

２．進捗状況の評価 

本計画では、計画の達成度を客観的に評価するため、分野ごとに指標を設定していま

す。この指標には、各分野における取り組みを評価するために必要な項目と、それぞれ

の数値目標を示しています。 

本計画の進捗状況を把握するため、各分野の指標や目標項目の現状値・施策の方向性

に基づく取り組みについて南部町健康福祉推進協議会において評価し、必要に応じて計

画の内容を見直します。また、協議会や町民からの意見・提言を踏まえ、必要に応じて

施策や次期計画に反映させます。 

 

３．関係者に期待される主な役割 

本計画は、行政だけでなく、町民、関係組織団体、関係機関などがそれぞれの立場で

取り組むための指針として策定したものです。 

 （１）町 

・計画の総合的かつ効果的な推進に努めます。 

・町民の健康づくり推進と健康格差縮小のため、地域の関係機関や団体とともに必要な

情報を共有し、保健・医療・福祉・介護が連携し、地域包括ケアの推進を図ります。 

・一人ひとりに適切な情報が共有できるように、事業や施設のＰＲを図り、健康づくり

の環境整備を行います。 

・医療健康センターを地域包括ケアの拠点とし、各種相談窓口の充実を図るとともに総

合的な健康づくり事業を推進します。 
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・ライフサイクルに応じた健康づくり事業を実施するとともに、地域住民の主体的な健

康づくり活動を支援します。 

・町民の健康寿命の延伸、介護予防の視点から、町の健康課題を捉え、効果的な健康づ

くり事業を実施します。 

 

（２）地域や関係組織団体の役割 

   ・関係組織団体と行政が相互に連携を図り、個人・家族・地域で健康づくりの取り組みを

実践できるように努めます。 

   ・健康づくりに関する情報や学習、実践の場の提供に努めます。 

   ・地域ぐるみで健康づくりの取り組みを展開できるようにするとともに、子どもから高齢

者まで健康に取り組み支え合う地域づくりに努めます。 

・家庭や地域が助け合い、地域みんなで子どもを育て、高齢者などを見守る環境づくりを

行います。 

 

 （３）個人・家庭の役割 

   ・一人ひとりが健康の大切さを意識し、自分に合った健康行動ができるように努めます。 

   ・健康知識を身につけ、家族や地域で支え合い、健康への取り組みを心がけます。 

   ・健康情報や町の取り組みを知り、身近な健康づくり活動に積極的に参加します。 

   ・健康増進や介護予防の視点から、家族みんなで健康意識を高めます。 
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第３章 町民の健康の現状と課題 

 １．人口動態 

（１）人口 

毎年人口減少がみられ、10年間に 3,000人以上減少しています。 

本町における近年の総人口をみると、年間約 300 人以上が減少しています。平成 29 年の

総人口は 18,670 人で、人口ピラミッドをみると男女ともに 65～69歳の人口が最も多い状況

となっています。 

 

図１ 人口の推移 

22,131
21,849

21,587
21,270

20,982
20,665

20,367
19,968

19,617
19,390

19,032

18,670

17,500

18,000

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

22,500

平成18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29年

(人)

 
 資料：住民基本台帳（毎年 10 月 1日現在） 

 

図２ 年齢階層別人口   
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95～99
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85～89

80～84

75～79

70～74

65～69

60～64

55～59
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45～49
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15～19
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5～9

0～4
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資料：住民基本台帳（平成 29年 10月 1 日現在） 

(人) 
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（％） （人） 

図３ 総人口と高齢化率の推移（※平成 30年以降は推計値） 

19,390 
19,032 

18,670 18,345 
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15,995 

34.39
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総人口 高齢化率

(人) (％)

                       資料：第 7 期介護保険事業計画・高齢者福祉計画 

 

（２）出生  

出生率は国や県と比べて低くなっています。 

出生数は近年では 100 人前後で推移しています。また、出生率については国や県と比

較し、低い状況が続いています。 

図４  出生数、出生率の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※ 出生率は人口 1,000に対しての出生数の割合          資料：青森県保健統計年報   
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図５ 低出生体重児の出生割合 

※出生数に占める低出生体重児（出生体重 2,500ｇ未満）の割合   資料：青森県保健統計年報 

 

（３）死亡 

①死亡数、死亡率の推移 

年間死亡者数は、３００人前後となっています。 

死亡数は 300 人前後で推移しており、死亡率は県と比較して高い状況が続いています。

乳児死亡率は、平成 21年以降ゼロを継続しています。 

図６  死亡数、死亡率
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※乳児死亡率は 1年間の出生 1,000に対する生後 1年未満の死亡の割合、死亡率は人口 1,000に対しての死亡の割合 

資料：青森県保健統計年報 

 

2.9

14.6

11.2

6.3

13.7

7.3

13.1

9.8

9.0 

5.4

9.6 9.4 9.2
9.5 9.4 9.5 9.3

8.7 8.7 8.4

9.7 9.6 9.6
9.6 9.6 9.6 9.6

9.5

9.5

9.4

2

4

6

8

10

12

14

16

平成19 20 21 22 23 24 25 26 27 28年

南部町

青森県

全国

(％)



- 10 - 

 

②主要死因 

死因で多いものは「悪性新生物」であり、増加傾向にあります。 

主要死因をみると、悪性新生物が死因の第１位で平成 26年・27年は増加傾向となってい

ます。脳血管疾患は平成 23年まで増加傾向でしたが徐々に減少し、平成 27年は心疾患、老

衰と同率で 2 位となっています。自殺は、平成 21 年まで 5 位となっていましたが、平成 22

年以降は下位となっています。 

 

  図７  主要死因別にみた死亡率の年次推移 

H18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年

悪性新生物 292.2 329.5 401.4 343.7 387.9 404.5 317.7 329.6 428.9 442.3 

心疾患 278.0 167.1 227.3 216.1 236.7 199.7 234.4 297.7 195.5 163.8 

脳血血管疾患 146.1 191.0 145.1 191.5 261.9 302.1 192.7 186.1 141.2 163.8 

肺炎 80.1 138.5 174.1 122.8 151.1 128.0 177.1 143.6 146.6 136.5 

自殺 51.8 43.0 77.4 58.9 40.3 56.3 31.3 26.6 16.3 16.4 

不慮の事故 28.3 38.2 43.5 39.3 70.5 71.7 31.3 42.5 70.6 21.8 

腎不全 28.3 43.0 33.9 44.2 50.4 25.6 31.3 53.2 43.4 27.3 

老衰 28.3 47.7 58.0 44.2 60.4 56.3 93.8 159.5 206.3 163.8 

糖尿病 9.4 14.3 9.7 9.8 20.1 30.7 10.4 47.9 27.1 21.8 

肝疾患 9.4 19.1 14.5 24.6 0.0 20.5 15.6 26.6 5.4 16.4 
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資料：青森県保健統計年報 
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③65歳未満の死亡 

65 歳未満の人口 1,000 対の死亡率は低下傾向がみられ、ピーク時の平成 19 年と平成 27

年を比較すると半減している状況です。性別では、男性に多い状況が続いています。 

 

図８ 65 歳未満の死亡率の推移(人口 1,000対) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：青森県保健統計年報 

 

 

表１ 65歳未満の死亡数の推移        (人) 

 平成 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27年 

全 体 39 52 44 43 34 34 39 35 26 22 

男 性 33 43 34 29 26 26 26 24 20 16 

女 性 6 9 10 14 8 8 13 11 6 6 

死亡率(人口 1,000対) 1.8 2.5 2.1 2.1 1.7 1.7 2.0 1.9 1.4 1.2 

65歳未満人口 

(各 10月 1日現在) 
16,105 15,732 15,442 15,039 14,783 14,504 14,078 13,603 13,118 12,722 

65 歳未満人口に 

占める割合（％） 
0.24 0.33 0.28 0.29 0.23 0.23 0.28 0.26 0.20 0.17 

資料：青森県保健統計年報 
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平成 23年～27年の 65歳未満の死亡状況をみると、死因で最も多かったものは悪性新生物

で 65歳未満死亡総数の 33.3％でした。全年齢の死亡のうち、悪性新生物の占める割合は 25

～30％であることから、65歳未満の死亡に悪性新生物が大きく関わっているといえます。 

65歳未満の悪性新生物による死亡者のうち、多い順に、肺がん、大腸がん、胃がんとなっ

ていること、男女比では男性が女性の 2 倍になっていること、死亡者にがん検診未受診者が

みられることから、早期発見・早期治療を進めるためにも、壮年期男性のがん検診受診率向

上などの対策が重要な課題です。 

 

表２ 65歳未満の死亡の死因別状況（平成 23年～27年）           (人) 

  
死亡数 悪性新生物 脳血管疾患 心疾患 

全体 男 女 全体 男 女 全体 男 女 全体 男 女 

平成 23 年 34 27 7 8 4 4 5 4 1 4 3 1 

平成 24 年 39 26 13 14 9 5 4 0 4 4 4 0 

平成 25 年 35 24 11 8 6 2 2 1 1 8 5 3 

平成 26 年 26 20 6 9 6 3 2 1 1 2 2 0 

平成 27 年 22 16 6 13 10 3 2 2 0 2 2 0 

計 156 113 43 52 35 17 15 8 7 20 16 4 

５年間の死亡合計に対する割合（％） 33.3 9.6 12.8 

資料：人口動態調査(三戸地方保健所) 

 

表３  65歳未満の死亡の悪性新生物による死亡の状況（平成 23年～27年）     (人) 

  

  

総数 肺 大腸 胃 乳 子宮 前立腺 膵 

全

体 
男 女 

全

体 
男 女 

全

体 
男 女 

全

体 
男 女 

全

体 
男 女 

全

体 
男 女 

全

体 
男 女 

全

体 
男 女 

平成

23 年 
8 4 4 1 1 

 
2 1 1 1 1 

 
1 

 
1 1 

 
1 

   
1 1 

 

平成

24 年 
14 9 5 2 2 

 
1 1 

 
1 

 
1 1 

 
1 1 

 
1 1 1 

 
1 

 
1 

平成

25 年 
8 6 2 1 1 

                   

平成

26 年 
9 6 3 3 2 1 2 2 

 
1 

 
1 

            

平成

27 年 
13 10 3 3 3 

 
2 2 

 
1 1 

 
1 

 
1 1 

 
1 

   
1 1 

 

計 52 35 17 10 9 1 7 6 1 4 2 2 3 
 

3 3 
 

3 1 1 
 

3 2 1 

 ５年間の悪性新生物に

よる死亡に対する割合(%) 
19.2 13.5 7.7 5.8 5.8 1.9 5.8 

資料：人口動態調査(三戸地方保健所) 
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④標準化死亡比（ＳＭＲ） 

男性の糖尿病の標準化死亡比は全国の２倍以上と、高くなっています。 

主要死因別標準化死亡比（SMR
※

）をみると、男性は糖尿病・腎不全・老衰・肝疾患・脳血管

疾患・自殺が高く、女性は老衰・自殺・腎不全が高くなっています。 

なかでも男性の糖尿病の死亡比が全国の２倍以上で、糖尿病対策として重症化予防の強化

が必要です。悪性新生物は死因別死亡数では最上位ですが、標準化死亡比は全国とほぼ同率

となっています。推移をみると男性の自殺が特に改善しており、女性の脳血管疾患も改善傾

向にあります。 

図９  主要死因別標準化死亡比（平成 24～28年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計結果より八戸保健所提供 

 

資料：青森県健康福祉政策課  

     ※標準化死亡比（ＳＭＲ）とは 

   各地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出された各地域の期待死亡数 

  に対する地域の実際の死亡数の比をいい、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率を全国と比 

  較したものです。 

  標準化死亡比が基準値（100）より大きいということは、その地域の死亡状況は全国より 

 悪いということを意味しています。 
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図 10-１ 男性の標準化死亡比 推移 

 
 

表 4-1 男性の標準化死亡比 

男性 
悪性新

生物 

脳血管

疾患 
糖尿病 心疾患 老衰 

不慮の

事故 
自殺 肺炎 肝疾患 腎不全 

H17～21 93.4  134.9  127.4  118.9  117.3  93.3  232.7  94.9  170.8  147.7  

H19～23 95.3  152.4  115.7  121.5  90.3  130.3  270.4  102.5  139.9  172.1  

H23～27 103.6  161.4  226.6  115.8  157.2  122.8  144.2  99.0  142.3  138.4  

H24～28 100.7  143.3  228.6  111.6  171.9  108.4  120.8  111.9  143.4  176.4  

        資料：青森県健康福祉政策課  

  

図 10-2 女性の標準化死亡比 推移 

表 4-2 女性の標準化死亡比 

女性 
悪性新

生物 

脳血管

疾患 
糖尿病 心疾患 老衰 

不慮の

事故 
自殺 肺炎 肝疾患 腎不全 

H17～21 91.5  120.5  60.4  95.9  91.0  92.8  150.9  90.4  0.0  113.8  

H19～23 111.6  154.7  100.0  83.0  112.5  104.9  133.9  106.5  32.0  126.7  

H23～27 91.9  127.9  128.1  77.1  141.9  81.4  141.1  96.3  49.3  105.1  

H24～28 88.7  103.7  104.3  84.5  142.9  73.5  133.5  92.1  49.3  112.0  

資料：青森県健康福祉政策課 

 

 



- 15 - 

 

⑤悪性新生物による死亡状況 

 
悪性新生物による死亡率の部位別で最も高いものは肺で、続いて大腸・膵・胃が高く 

なっています。 

 

部位別の状況をみると、肺・大腸・膵・胃の死亡率が高くなっています。肺は平成 26年に

急増し、部位別では最も高くなっています。 

 

図 11 悪性新生物の部位別死亡率の年次推移 

 

 

表５ 悪性新生物の部位別にみた死亡数及び死亡率の年次推移 

 

部位 平成 19 20 21 22 23 24 25 26 27年度 

胃 10(47.7) 10(48.4) 7(34.4) 10(50.4) 14(71.7) 8(41.7) 5(26.6) 10(54.3) 8(43.7) 

大腸 6(28.6) 12(58.0) 8(39.3) 12(60.4) 17(87.0) 4(20.8) 8(42.5) 10(54.3) 10(54.6) 

肺 16(76.4) 12(58.0) 14(68.7) 14(70.5) 8(41.0) 8(41.7) 8(42.5) 16(86.9) 17(92.8) 

膵 11(52.5) 6(20.9) 4(19.6) 10(50.4) 8(41.0) 9(46.9) 6(31.9) 9(48.9) 9(49.1) 

胆のう・他の胆道  2( 9.5) 8(38.7) 5(24.6) 2(10.1) 8(41.0) 5(26.0) 8(42.5) 5(27.1) 3(16.4) 

肝・肝内胆管    2( 9.5) 3(14.5) 7(34.4) 6(30.2) 3(15.4) 3(15.6) 4(21.3) 3(16.3) 6(32.8) 

乳房 5(23.9) 1( 4.8) 2( 9.8) 2(10.1) 3(15.4) 2(10.4) 1( 5.3) 2(10.9) 1( 5.5) 

子宮 1( 4.6) 1( 4.8) 3(14.7) 2(10.1) 1( 5.1) 2(10.4) 0( 0.0) 1 (5.4) 4(21.8) 

食道 2( 9.5) 2( 9.7) 2( 9.8) 4(20.1) 1 (5.1) 3(15.6) 3(16.0) 3(16.3) 0( 0.0) 

合計 55(262.2) 55(265.9) 52(255.3) 62(312.3) 63(322.7) 44(229.1) 43(228.6) 59(320.4) 58(316.7) 

 

資料：青森県保健統計年報 

単位：人（死亡率） 
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⑥自殺者数・自殺死亡率の推移 

自殺死亡率(人口 10万対)は平成 24年から低下傾向となっています。 

自殺死亡率(人口 10万対)は低下傾向となっており、平成 26年以降は全国や県を下回って

います。性別では男性が多く、女性の２倍以上となっています。 

 

図 12  自殺者数・死亡率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13  自殺者数の性別比較 (平成 23～27年) 
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図 14  自殺者数の性別年齢別の比較(平成 23～27年) 
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⑦脳血管疾患による死亡状況 
 

くも膜下出血は減少傾向、脳梗塞が最も多い状況です。 

 

脳血管疾患の死亡数は平成 23年をピークに減少傾向にあります。 

 

表６  脳血管疾患の死亡者数の年次推移                   （人） 

区  分 平成 19 20 21 22 23 24 25 26 27年 

脳血管疾患 40 30 39 52 59 37 35 26 30 

再
掲 

くも膜下出血     5 4 1 3 3 6 2 2 1 

脳内出血       8 8 13 20 18 9 7 9 8 

脳梗塞      27 18 25 29 38 22 26 14 21 

資料：青森県保健統計年報 

 

（４）平均寿命と健康寿命（※） 

平成 22年の本町の平均寿命は、男性 77.5歳、女性 84.9歳で、県内順位は、男性 15位、女

性 32位という状況でした。また、健康寿命と平均寿命の差は、男性で 13.4歳（県 13.1歳）、

女性で 18.8歳（県 18.9歳）となっており、全国の男性 14.4歳、女性 19.6歳と比較して短く

なっています。 

平成 27年の青森県の平均寿命は、男性 78.7歳(平成 22年より 1.4歳増)、女性は 85.9歳(平

成 22年より 0.6歳増)で、男女ともに全国最下位となっています。 

（平成 27年の市町村別平均寿命は平成 30年 4月に厚生労働省より公表される予定です。） 

 

※健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことをいい、平均寿命と健康

寿命の差は日常生活に制限のある「健康ではない期間」を意味します。 

 

表７ 平均寿命と健康寿命(平成 22 年) （年） 

   平均寿命 健康寿命 

男性 

南部町 77.5 64.1 

青森県 77.28 64.2 

全国 79.59 65.2 

女性 

南部町 84.9 66.1 

青森県 85.34 66.4 

全国 86.35 66.8 

資料 平成 22年平均寿命及び健康寿命：ＫＤＢシステム（国保データベースシステム） 

  平成 27 年平均寿命：平成 27年都道府県別生命表（厚生労働省） 
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２．疾病や医療費の状況（国民健康保険被保険者） 

 

 

 
（１）主要疾病別受診件数の推移（年齢調整比）（※） 

受診件数の推移をみると、高血圧性疾患が最も多く、次いで糖尿病が多い傾向にあります。

また、歯の疾患が年々増加傾向にあります。 

※年齢調整比とは、被保険者の年齢構成の影響を取り除いた指標であり、数値が 100より大きければ基準と比べて多く、

100より小さければ基準と比べて少ないということを示します。 

 

図 15  主要疾病別受診件数の推移（年齢調整比） 
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  平成 24.5月 25.5月 26.5月 27.5月 28.5月 29.5月 

悪性新生物 68.84 59.27 67.39 65.28 58.28 69.96 

糖尿病 103.06 103.73 91.08 103.64 98.92 104.9 

高血圧性疾患 115.42 110.15 108.78 109.79 113.02 111.73 

心疾患 93.58 106.24 91.96 94.9 85.18 78.65 

脳血管疾患 117.08 89.14 81.13 99.16 85.39 86.83 

歯の疾患 73.92 80.44 77.28 86 93.34 95.09 

腎不全 116.33 92.9 105.12 95.6 94.69 85.39 

精神疾患 86.56 96.64 90.43 80.83 86.43 89.94 

                  資料：国民健康保険疾病分類統計表  

 

 

 

受診件数で多い疾病は高血圧性疾患や糖尿病です。悪性新生物にかかる医療費が急

増しています。 
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（２）主要疾病別医療費の推移（年齢調整比） 

主要疾病別医療費をみると、悪性新生物にかかる医療費が急増しており、高血圧性疾患、

歯の疾患、精神疾患にかかる医療費も年々増加しています。一方で、脳血管疾患にかかる

医療費は減少傾向にあります。 

 

図 16  主要疾患別医療費の推移（年齢調整比） 

  平成 24.5月 25.5月 26.5月 27.5月 28.5月 29.5月 

悪性新生物 60.18 71.27 65.35 64.08 120.13 98.99 

糖尿病 90.37 92.82 60.46 92.72 88.31 93.3 

高血圧性疾患 100.35 91.37 96.33 104.98 108.73 100.75 

心疾患 91.25 60.33 65.08 66.19 72.01 109.65 

脳血管疾患 121.15 89.73 60.62 69.41 13.91 48.12 

歯の疾患 82.03 99.67 88.34 94.2 108.93 100.14 

腎不全 104.95 91.53 105.25 79.51 101.92 87.2 

精神疾患 90.17 90.84 96.8 102.87 115.03 93.73 

資料：国民健康保険疾病分類統計表 
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資料：国民健康保険疾病別分類統計表 
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（３）一人当たり医療費の推移 

 一人当たりの医療費は青森県の平均を下回っていますが、年々増加傾向にあります。 

 

 図 17 一人当たりの医療費の推移 

平成23 24 25 26 27年度

南部町 216,951 218,899 215,765 225,118 230,572

県平均 218,301 222,953 228,140 235,392 245,520
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資料：国民健康保険疾病分類統計表 

（４）年代別受診件数 

平成 29年 5月分の受診件数の多い疾患を年齢別にみると、ともに年齢が高くなるごとに

受診件数が多くなっており、特に循環器系の疾患は著しく多くなっています。 

 

図 18 年代別受診件数（平成 29年 5月分） 

資料：国民健康保険疾病分類統計表 
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 ３．介護保険の状況 

平成 26年度から 28年度の要介護認定者数は減少していますが、介護保険給付費は年々 

増大しています。要介護状態の原因として、平成 28年度の新規申請者の内訳では、筋骨格

系疾患、認知症、脳血管疾患が多く、この３つを合わせると 48.2％となり、全体の約半数

を占めています。 

（１）要介護認定の状況 

表８ 第 1号被保険者（65歳以上）の人数及び認定率（年度末時点） 

種類 26年度 27年度 28年度 

第 1号被保険者数           （人） 6,560 6,700 6,717 

内
訳 

要支援・要介護認定者      （人） 1,247 1,234 1,227 

認定率             （％） 19.01 18.42 18.27 

 
資料：「介護保険事業状況報告」（各年度）3 月分 

（２）介護給付費の推移 

 
※29年度は見込額    資料：南部町健康福祉課介護保険班 

（３）要介護状態の原因 

 

筋骨格系
18.5%

認知症
18.5%

脳血管疾患
11.2%

高血圧
9.3%糖尿病

5.2%

悪性新生物
4.7%

その他
32.6%

図20 要介護状態となる原因(平成２８年度新規申請)

 
資料：南部町健康福祉課介護保険班 

(年度) 
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 ４．健康づくりの状況 

（１）栄養・食生活 

毎日の朝食摂取率については、４歳児は改善傾向、小学５年生・中学３年生は低下、成

人は横ばいとなっています。よく噛んで食べている子どもの割合は、小学５年生で改善し、

中学３年生では横ばいです。また、「好き嫌いがない」割合は小学５年生・中学３年生とも

に低下、「野菜が嫌いでない」割合は中学３年生で増加しています。「家族そろって食事を

する」、「食事時にテレビを見ない」については小学５年生・中学３年生ともに改善傾向で

すが、割合としては低いのが現状です。 

肥満の割合については、小学５年生、中学３年生ともに第２次計画初年度の平成 25年度

と比較すると低下しています。成人の肥満者の割合は横ばいで、全国・県平均より高くな

っています。 

 

図 21 毎日の朝食摂取率 
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                         ※４歳児は H28 年度の数値 

資料：児童生徒健康調査、特定健診問診票 

                                 ４歳児健康相談問診票 
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図 22-1 小学 5年生の食習慣の状況 
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資料：児童生徒健康調査 

 

 

図 22-2 中学 3年生の食習慣の状況 

 

資料：児童生徒健康調査 
 

 

 

 

 

 

項 目 H19年度 H24年度 H29年度 

毎日の朝食摂取 91.9%  95.7%  93.0%  

よく噛んで食べてい

る 
78.5%  83.2%  88.1%  

いつも主食・主菜・副

菜のそろった食事 
76.6%  63.0%  66.4%  

家族そろって食事を

する 
49.5%  58.7%  60.1%  

好き嫌いがない 32.1%  40.2%  29.4%  

野菜が嫌いでない 42.6%  65.8%  65.7%  

食事時にテレビを見

ない 
24.9%  19.0%  32.9%  

項 目 H19年度 H24年度 H29年度 

毎日の朝食摂取 85.8%  91.3%  86.6%  
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る 
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好き嫌いがない 39.7%  46.3%  27.4%  

野菜が嫌いでない 47.1%  46.3%  67.7%  

食事時にテレビを見

ない 
14.2%  15.9%  18.9%  

    平成 19年度   24年度   29年度 
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図 23 小学 5年生・中学 3年生の肥満割合の推移（中等度肥満～高度肥満） 
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資料：南部町学校保健白書 

    ※文部科学省で実施している学校保健統計の調査では、性別、年齢別、身長別標準体重から肥満度

を求めて、30％以上 50％未満を中等度肥満、50％以上を高度肥満としている。 

 

 

図 24 成人の肥満者（ＢＭＩ25以上）の割合       
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29.8

24.3 24.2 24.4 24.9

20

22

24

26

28

30

32

34

36

平成25 26 27 28年度
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資料：ＫＤＢシステム 

※ＢＭＩは日本肥満学会による標準体重算定法。 

ＢＭＩの計算方法は、体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ） 

やせ（18.5未満）、標準（18.5～25）、肥満（25以上）。    

 

 

 

 

 

 

(％) 

(％) 
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（２）身体活動・運動 

 成人において、歩行時間が 60分以上の人、運動習慣のある人の割合は横ばいで推移して

いますが、身体を動かすようにしている人の割合は低下しています。運動不足だと自覚す

る人の割合も増加しており、体育の時間以外に運動する中学生の割合も大きく低下してい

ます。 

図 25 身体活動・運動に関する取り組みの年次比較 

63.0 

77.7 

61.5 

53.4 48.2 50.0 
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資料：健康意識調査 

 

図 26 運動不足への意識（ライフステージ別） 
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資料：健康意識調査 
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図 27 体育の時間以外に運動をしている子どもの割合
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資料：児童生徒健康調査 

 

（３）飲酒・喫煙 

毎日飲酒する人の割合は、男女ともに全国・県平均を下回っています。しかし、特定健

診受診者の喫煙者の割合は全国・県平均よりも高く、特に男性の喫煙者の割合は全国平均

より 4.1%、県平均より 2.3%高くなっています。 

妊婦の飲酒・喫煙の割合はともに大幅に改善しており、平成 28年度には県・保健所管内

平均より低い結果となりました。 

また、小学５年生、中学３年生の飲酒・喫煙経験の割合も低い結果となり、特に中学３

年生における飲酒・喫煙経験の割合は大きく改善しています。 

 

図 28 毎日飲酒する人の割合（成人）(平成 28年度)  図 29 喫煙者の割合（成人）(平成 28年度) 
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資料：ＫＤＢシステム 

 

 

(％) 

(％) (％) 



- 27 - 

 

図 30 妊婦の飲酒率            図 31 妊婦の喫煙率 
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図 32  妊婦の同居者の喫煙率 
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資料：三戸地方保健所（妊産婦情報共有システム運用状況、母子保健ネットワーク会議資料） 

 

図 33 小中学生の喫煙・飲酒経験のある児童生徒の割合
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資料：児童生徒健康調査 
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（４）歯科口腔の健康 

う歯保有率は１歳６か月児で全国・県平均と比較して低くなっていますが、３歳児では 

高く、一人当たりの平均う歯本数も多い傾向にあります。また、３歳児の甘味食品を習慣

的に飲食する割合は高い状況にあります。う歯予防のための歯みがき指導や食事・間食に

ついての栄養指導を継続し、歯科専門職の協力による歯科保健対策を進めていく必要があ

ります。 

 

図 34 1歳 6か月児のう歯保有率      図 35 3歳児のう歯保有率 
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   資料：青森県市町村別う歯有病率状況調査 

 

図 36 1歳 6か月児一人あたりの平均う歯本数 図 37 3歳児一人当たりの平均う歯本数
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資料：青森県市町村別う歯有病率状況調査 
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図 38 間食を与える時間を決めている割合      図 39 間食を与える時間を決めている割合 

（1歳 6か月児）                 （3 歳児） 

73.8
76.6

70.9

78.7

91.3

70.7 70.9

79.4

72.3

73.2

60 

70 

80 

90 

100 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

南部町 青森県

平成

 

83.7

78.2

71.8 71.3

76.2

68.8 69.6 69.2 69.6 69.4
60 

70 

80 

90 

100 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

南部町 青森県

平成

 

資料：青森県幼児間食摂取状況等調査 

 

図 40 甘味食品を 1日 3回以上習慣的に       図 41 甘味食品を 1日 3回以上習慣的に 

飲食する割合（1歳 6か月児）           飲食する割合（3 歳児） 
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資料：青森県幼児間食摂取状況等調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(％) (％) 

(％) (％) 



- 30 - 

 

（５）健診（検診）の受診状況及び結果 

①若年生活習慣病予防健診 

平成 29年度の異常率は 77.6％と高く、内訳 

として、血液一般（貧血や血小板など）が 44.4％、 

血圧 30.0％、糖代謝 26.7％、脂質 23.1％とい

う状況でした。 

 

図 42-1  ≪29年度≫ 若年健診結果     図 42-2  ≪28年度≫若年健診

異常なし
22.4%

軽度異常
40.8%

経過観察
32.1%

要医療
4.7%

  

異常なし
25.9%

軽度異常
36.7%

経過観察
30.2%

要医療
7.1%

 

 資料：南部町健康福祉課 子育て支援班 

表９ 平成 29年度 全体の項目判定 
    

 

 

(％) 

項目 異常なし 軽度異常 経過観察 要医療 

血圧 194 70.0 65 23.5 17 6.1 1 0.4 

肝機能 259 93.5 0 0.0 14 5.1 4 1.4 

脂質 213 76.9 52 18.8 8 2.9 4 1.4 

糖代謝 203 73.3 44 15.9 29 10.4 1 0.4 

血液一般 154 55.6 52 18.8 65 23.5 6 2.1 

 

図 43  検査項目別 前年度比較
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                                                        資料：南部町健康福祉課 子育て支援班 

 

年度 中学 1年 中学 2年 総計 

29年度 120 157 277 

28年度 157 167 324 

人 

(人) 
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②特定健康診査 

   １．特定健診実施率の推移 

平成 28年度の特定健診受診状況は男女ともに県平均を上回っています。ただし、男女 

 とも年齢が低くなるほど受診率が低くなる傾向にあり、49歳以下では 30％を下回ってい 

 ます。 

表 10  特定健診実施率の推移 

  平成 24 25 26 27 28 年度 

対象者(人) 4,923 4,766 4,624 4,393 4,113 

受診者(人) 2,199 2,082 2,090 2,029 1,932 

南部町(％) 44.7 43.7 45.2 46.2 47.0 

青森県(％) 29.9 31.8 34.0 35.5 36.3 

市町村国保（全体）(％) 33.7 34.2 35.3 36.3 36.6 

                                                   資料：ＫＤＢシステム 

図 44  特定健診受診率の推移 
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                                         資料：ＫＤＢシステム 

図 45  男女別特定健診受診状況(平成 28 年度)（5歳階級別対象者に占める受診割合） 

 

                                                    資料：ＫＤＢシステム 
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２．特定保健指導実施率の推移 

 特定保健指導率は、全国及び県平均より高くなっています。26年度から個別指導を 

重点的に行うことで実施率は改善しています。 

 

表 11 特定保健指導実施率の推移 

  平成 24 25 26 27 28 年度 

対象者(人) 284 266 272 238 209 

保健指導実施者数(人) 167 124 147 146 127 

南部町(％) 58.8 46.6 54.0  61.3  60.8  

青森県(％) 32.4 34.7 36.5 40.6 42.6 

市町村国保（全体）(％) 19.9 22.5 23.0  23.6 26.3 

                                          資料：ＫＤＢシステム 

                                    

図 46  特定保健指導実施率の推移 
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                                  資料：ＫＤＢシステム 

 

図 47 メタボリックシンドローム該当率(％)(平成 28年度) 図 48 メタボリックシンドローム予備群該当率(％)(平成 28年度)  
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                                 資料：ＫＤＢシステム 
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図 49 平成 28年度特定健診結果有所見率 
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資料：ＫＤＢシステム 

 

表 12 平成 28年度特定健診結果有所見率                        (％) 

 
BMI 腹囲 

中性 

脂肪 

ALT

（GPT) 
HDL 血糖 HbA1c 

収縮期

血圧 

拡張期

血圧 
LDL 

国 24.9 31.5 21.4 13.8 4.8 21.9 55.5 45.6 18.1 53.0 

県 29.8 30.8 17.1 17.6 3.6 38.0 56.7 44.2 19.9 51.6 

南部町 33.8 30.9 29.5 19.1 5.0 40.5 38.1 49.4 21.3 48.7 

  資料：ＫＤＢシステム 

③がん検診 

がん検診受診率は全国・県平均を上回っています。精密検査受診率は 70～90％で、平成 28年

度は肺がん・乳がん・胃がんでは高く、大腸がんでは低くなっています。 

 表 13「がん対策基本計画」に基づく対象者数と受診率 

（対象：40～69 歳、子宮頸がん 20～69 歳、前立腺がん 50～69歳）    

 
年度 項 目 肺がん 大腸がん 胃がん ※子宮がん ※乳がん 前立腺がん 

 

 
27 

 対象者数（人） 3,971  3,971  3,971  2,471  2,143  1,567  
 

 
 受診者数（人） 1,974  1,703  1,098  893  655  1,106  

 

 
 受診率（％） 49.7  42.9  27.7  36.1  30.6  70.6  

 

 
28 

 対象者数（人） 3,789  3,789  3,789  2,492  2,049  1,439  
 

 
 受診者数（人） 1,791  1,557  1,024  923  636  1,007  

 

 
 受診率（％） 47.3  41.1  27.0  37.0  31.0  70.0  

 

 
青森県（平成 27年度） 18.7 23.9 17.3 29.8 22.1   

全国（平成 27年度） 11.2 13.8 6.3 23.3 20.0  

※子宮・乳がん検診受診率の算出方法：（「前年度の受診者数」＋「当該年度の受診者数」－「前年度 

及び当該年度における 2年連続受診者数」）÷「当該年度の対象者数」×100 

資料：南部町健康福祉事業実績報告書 

(％) 
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図 50 がん検診精密検査受診率の推移 
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                    資料：南部町健康福祉事業実績報告書 
 

（６）休養・こころの健康 

 ①睡眠 

 睡眠を十分にとれていない人の割合は、４年間で２倍以上になりました。また、睡眠確保

のためにお酒を飲むことがある人の割合は平成 18年度より減少していますが、平成 24年度

より増加しています。 

 

図 51  睡眠による休養を十分にとれていない人の割合    図 52 睡眠確保のためにお酒を飲むことがある人の割合 

23.2% 21.8% 

52.8% 

平成 18年度 24年度 28年度

   

2 3 . 7 %

1 2 . 3 %

1 8 . 0 %

平 成 18年 度 24年 度 28年度
 

                資料：健康意識調査 
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②ストレス 

 ストレスを感じることがある人の割合は半数以上の 54.2％でした。年代別では、青壮年期

でストレスを感じる人の割合が高くなっており、年代が上がるごとに低下する傾向にありま

す。また、ストレス解消法としてどの年代も「家族や友人に話を聞いてもらう」が 1位とな

っています。 

 図 53 ストレスを感じることの有無 (平成 28 年度) 
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中 年 期

(ｎ= 3 6 0 )

高 齢 期

(ｎ= 3 4 5 )

はい いいえ 無回答

 

資料：健康意識調査 

 

表 14 ストレスの解消法(ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ別) (平成 28 年度) 

 

 

 

 

 

 

資料：健康意識調査 

 

 

 

 

 

ライフ 

ステージ 
1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 

青壮年期 

家族や友人に話

をきいてもらう 
眠る 

お酒を飲む、また

はタバコを吸う 
買い物をする 

のんびりする 

時間をとる 

38.0% 35.7% 28.1% 27.5% 25.7% 

中年期 

家族や友人に話

をきいてもらう 
眠る 

のんびりする 

時間をとる 

お酒を飲む、また

はタバコを吸う 
買い物をする 

32.5% 27.2% 24.7% 20.3% 19.4% 

高齢期 

家族や友人に話

をきいてもらう 

のんびりする 

時間をとる 
特にない 音楽を聴く 眠る 

23.2% 20.0% 13.9% 13.6% 12.5% 
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③児童生徒のこころの健康 

「困った時の相談相手がいる」と回答した割合は、小学５年生で 86.0％、中学 3年生では 78.0％、

「周囲から大切にされていると感じる」割合は、小学５年生で 72.7％、中学３年生では 81.1％

という状況でした。 

 

図 54 困った時の相談相手がいるか(平成 29年度)       図 55 周囲から大切にされていると感じるか(平成 29年度) 
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図 56 お子さんの健康について相談できる機関の認知(平成 29年度) 図 57 お子さんとのコミュニケーション(平成 29年度)   

54.4 44.3 1.3

知っている 知らない 無回答

  

46.2 49.5 3.6

0.7とれている

どちらかと言えばとれている

とれていないと思う

無回答

 

                                 資料：児童生徒健康調査 

④自殺予防 

「町が自殺対策に取り組んでいる」ことを知っている人の割合は 46.1％と低くなってお

り、自殺対策やこころの健康づくりについてＰＲの強化を図る必要があります。 

自殺を考えたことのある人の割合は、若い世代は男性に多く、高齢になると女性に多く

なる傾向がみられます。 

 図 58 町が自殺予防に取り組んでいることを知っている人の割合 
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平成 18年度 24年度 28年度

 

 資料：健康意識調査 
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図 59 自殺を考えたことのある人の割合(平成 28 年度) 
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資料：うつ病スクリーニング 

 

（７）妊娠・出産・子育て 

 ①乳幼児健康診査 

 健診受診率はほとんどが 90％以上となっており、高い受診率を保っています。健診未受診

者については訪問指導や面談により状況把握を行っています。 

 

図 60 乳幼児健診受診率の年次推移 
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                       資料：南部町健康福祉事業実績報告書 
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第４章 計画の基本方針 
 

１．目指す姿 

【目指す姿】 （第２次南部町総合振興計画 基本目標） 

「保健・医療・福祉が充実して安全・安心・快適に暮らせるまち」 

 

【全体目標】 「早世の減少と健康寿命の延伸」 

 

※早世とは、年若くして亡くなることをいいます。 

 

子どもから高齢者までのあらゆる年代が生涯を通じて健康づくりを実践し、疾病にか

かっても重症化予防を行うことで早世を減少させ、健康寿命の延伸と介護予防の促進を

図るものであり、「保健・医療・福祉の充実により安全・安心・快適に暮らせるまち」を

目指すものです。 

「南部町総合振興計画」と「健康なまち宣言」を勘案し、町民一人ひとりが健康に関

心を持ち、進んで健康づくりに取り組むとともに、地域が一丸となって、健康なまちづ

くりを進めていくことを目指します。 

 

２．基本的な方向 

目指す姿を実現するために、次の４つの基本的な方向を設定します。 

 

（１）町民の健康教養（ヘルスリテラシー）の向上 

   健康的な生活習慣や疾病予防に取り組むための基礎となる、町民一人ひとりの健康教

養（ヘルスリテラシー）
※

の向上を図るための対策を推進します。 

  ※健康教養（ヘルスリテラシー）とは、健康情報や医療情報を適切に利用し、活用する力のことをいいます。 

 

（２）ライフステージに応じた生活習慣改善と健康づくり 

   乳幼児期から高齢期まで、それぞれのライフステージにおいて、健康的な生活習慣を

身につけるとともに、こころの健康づくりを推進します。 

 

（３）生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

   生活習慣病の発症予防や重症化予防のため、「一次予防」に重点を置いた対策を推進す

るとともに、「二次予防」としての生活習慣病の早期発見・早期治療、重症化予防の対策

を推進します。 
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（４）町民の健康を支え、守るための地域包括ケアの推進 

   健康格差を縮小し、町民が健康を守り安心して暮らせる体制を維持・拡充できるよう、

行政、町内会、関係機関、関係組織団体などとの連携を図りながら、効果的に対策を推

進します。 

 

【第３次 すこやか南部 21 概念図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈目指す姿〉 

保健・医療・福祉が充実して安全・安心・快適に暮らせるまち 

〈目標〉 

早世の減少と健康寿命の延伸 

 

生活の質の向上 社会環境の質の向上 

〈基本的な方向〉 

②ライフステージに応じた 
生活習慣改善と健康づくり 

③生活習慣病の発症予防と 
重症化予防の徹底 

④町民の健康を支え、守るための 

地域包括ケアの推進 

①町民の健康教養(ヘルスリテラシー)の向上 

町民・関係組織団体・町・関係機関による健康づくり・介護予防の取り組み 
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第５章 健康づくりの目標と取り組み 
 

 １．概要 

（１）領域別の取り組み ３領域 10分野を設定しました。 

【領域１】生活習慣及び社会環境の改善に関する分野 

（１）栄養・食生活  （２）身体活動・運動  （３）飲酒・喫煙  

（４）歯科口腔の健康 

【領域２】生活習慣病の発症予防と重症化予防に関する分野 

（１）がん  （２）循環器疾患（脳血管疾患・心疾患）  （３）糖尿病 

【領域３】社会生活を営むために必要な機能の維持・向上に関する分野 

（１）休養・こころの健康  （２）妊娠・出産・子育て  （３）認知症  

 

（２）重点課題への取り組み 重点課題として７項目を設定しました。 

課題１ がん対策を強化する      課題２ 脳血管疾患対策を強化する 

課題３ 糖尿病の重症化予防を強化する 課題４ 自殺対策を強化する 

課題５ 歯科口腔保健対策を推進する  課題６ 子どもを生活習慣病から守る 

課題７ 介護予防の取り組みを強化する 
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（３）目標値の設定 

領域別の取り組みの推進にあたり、定期的な進捗状況を評価することが重要なことか

ら、達成状況を捕捉することができる目標項目と目標値を設定しました。また、各目標

項目の目標値は、全国や県との健康格差の縮小を目指し、「健康日本 21（第２次）」、「健

やか親子 21（第２次）」及び「健康あおもり 21（第２次）」の目標値を参考に、次のとお

り設定しました。 

 

イ 目標項目、目標値とも国・県と同じもの 

ロ 目標項目は国・県と同じ、目標値は国・県が定めた増減率などに合わせたもの 

ハ 目標項目は国・県と同じ、目標値は町が設定したもの 

二 目標項目、目標値ともに町独自に設定したもの  

 

 

表 15 領域別の項目数と目標値数 

領域・分野 項目数 目標値数 

栄養・食生活 １２ ２０ 

身体活動・運動  ４  ５ 

飲酒・喫煙 １１ １５ 

歯科口腔の健康 １２ １８ 

がん  ８  ９ 

循環器疾患 １２ １６ 

糖尿病  ７  ８ 

休養・こころの健康 １４ １６ 

妊娠・出産・子育て ２３ ２６ 

認知症  ２  ２ 

計 １０５ １３５ 
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２ 領域別の目標と取り組み 

領域１ 生活習慣及び社会環境の改善に関する分野 

（１）栄養・食生活 

栄養・食生活は、生命を維持し、子どもの健やかな成長と人々が健康で幸せな生活を

おくるために欠くことのできないものであり、多くの生活習慣病予防のほか、生活の質

の向上及び社会機能の維持、向上の観点から重要です。 

本町では、成人の肥満率が増加傾向にあり、また、全国や県と比較しても高い状態に

あります。また、若年生活習慣病予防健診における異常率が高いことからも、子どもか

ら高齢者まで栄養バランスの良い適切な食習慣を身につけるため、生涯をとおして栄

養・食生活に関する正しい情報が得られる環境を整備していく必要があります。南部町

食育推進計画の推進と併せ、食生活改善推進員や農業関係団体、教育・保育関係機関な

どと連携し、正しい食生活を早い時期から身につける機会づくりとともに、日常的に個

人または家庭・地域で取り組むために、食に対する正しい知識の普及と実践に向けた活

動が重要となります。 

「新しい総合事業に係る生活支援体制整備に向けた実態調査」（平成 28 年度に本町で

実施）によると、一般高齢者の「やせ（ＢＭＩ18.5未満）」が 4.8％となり、要支援者は

8.0％となっています。６か月間で２～３kg の体重減少があると回答した方は、一般高

齢者で 11.9％となり、85 歳以上で高く、要支援者は 23.0％となっています。高齢者の

低栄養予防対策を強化することが高齢者の疾病予防や介護予防において重要となります。 

 

目標項目 

１）母子保健分野（ 乳幼児期・学齢期 ） 

指 標 
現 状 

（H29） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

肥満傾向児の割合の減少（3 歳児：カウプ指数 
18以上、小学 5年生の中等度・高度肥満傾向児） 
（カウプ指数とは、乳幼児の肥満を判定する指標で 18以上を

「太りぎみ」としている。小学 5 年生の肥満判定について

はＰ24を参照） 

3歳児    ： 2.9%（H28）     
減少 
 

二 
 

イ 
小学 5年男児：10.3%（H28） 

小学 5年女児： 3.6%（H28） 

3 歳児健診結果、学校保健白書 

毎日の朝食摂取割合の増加 

3歳児 ：95.2％（H28） 

100.0% 

 

健やか

親子 
小学 5年：93.0% 

中学 3年：86.6% 

3 歳児健診問診票、児童生徒健康調査 

よく噛んで食べている子どもの割合の増加 

小学 5年：88.1% 
増加 

二 中学 3年：81.1% 

児童生徒健康調査 
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野菜が嫌いな子どもの割合の減少 

小学 5年：34.3% 
減少 

二 中学 3年：32.3% 

児童生徒健康調査 

家族など、誰かと食事をする子どもの割合の増
加 

小学 5年：84.6% 
増加 

イ 中学 3年：78.0% 

児童生徒健康調査 

２）成人保健分野（ 青･壮年期、中年期、高齢期 ） 

指 標 
現 状 

（H28） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

肥満者（ＢＭＩ25以上）の割合の減少 
（ＢＭＩについてはＰ24参照） 

男性：35.8% 

女性：32.1% 

男性：29.3%以下 

女性：24.9%以下 

（健康あおもり八戸圏域目標） 
ハ 

特定健診集計結果（法定報告値） 

毎日の朝食摂取割合の増加 
93.3% 100.0% 

二 
健康意識調査 

適正体重を維持する食事量を知っている人の割合
の増加 

41.1%  50.0% 
二 

健康意識調査 

主食・主菜・副菜がそろうようにしている
人の割合の増加 

73.1%  80.0% 
二 

健康意識調査 

栄養バランスに配慮した食生活を送ってい
る人の割合の増加 

60.7%  70.0% 
二 

健康意識調査 

塩分を控えている人の割合の増加 
74.2%  85.0% 

二 
健康意識調査 

飲食店や食品売り場で栄養成分表示を 
見るようにしている人の割合の増加 

33.7%  45.0% 
二 

健康意識調査 

施策 

１．共通事項（ すべての世代 ） 

（１）栄養・食生活の対策推進のための体制整備 

①生涯をとおして適切な食習慣を身につけるため、栄養・食生活に関する正しい情報が得

られる環境を整備します。 

②関係組織団体、保健所などとの連携・協働による活動を推進します。実施にあたり、食

育推進計画との整合性を図ります。 

２．母子保健分野（ 乳幼児期・学齢期 ） 

（１）親子で正しい食習慣を身につける取り組みの実施 

①乳幼児健康相談や乳幼児健康診査の機会に、朝食の重要性や食事バランス・減塩・間食

の摂り方についての指導を継続・強化します。 

②保育園・幼稚園などと連携し、栄養士による栄養指導を継続します。 
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（２）学校などと連携した食育指導の推進 

①学校や社会教育課、学校給食センターなどと連携し、食育指導を進めます。 

②親子健康面談や食育教室などを活用し、朝食の重要性や食事バランス・減塩・間食の摂

り方についての指導を継続します。 

３．成人保健分野（ 青･壮年期、中年期、高齢期 ） 

（１）栄養・食生活の実態把握と改善に向けた対策の推進 

①特定保健指導、健診事後指導などを通して、食生活改善が必要な方への栄養指導を行い

ます。健康づくりや生活習慣病予防のための適切な栄養・食生活に関する知識の普及、

情報の提供を行います。 

②適正体重の維持に係る正しい知識の普及啓発を行います。 

③健康教室などの機会に、バランスの良い食生活、野菜やカルシウム摂取量の増加、減塩

についての普及を行います。 

④「南部町笑顔あふれる明るいコミュニケーション推進条例（鍋条例）」関連事業として、

鍋条例の普及とともに、鍋料理を通じて減塩やバランスのとれた食生活について普及啓

発を行います。 

⑤高齢期の栄養管理は疾病予防や介護予防において重要であるため、講話や個別指導をと

おして高齢期の低栄養予防に取り組みます。また、福祉・介護関係者に対して高齢者の

栄養管理について普及啓発を行います。 

（２）健康によい食生活を推進するためのボランティアの育成 

①食生活改善推進員養成講座を開催し、新規会員の人材育成を図るとともに、食生活改善

推進員会の研修会などをとおして、会員の資質向上と活動の活性化を図ります。 

②栄養・食生活に関わる活動団体と連携し、よりよい食生活についての普及啓発を推進し

ます。 

 

 

④ みんなの取り組み 

住 民：栄養・食生活に関する正しい知識を身につけ、実践しましょう。 

栄養バランスに配慮し、適正体重の維持に心がけましょう。 

地 域：地区で開催される健康教室や介護予防教室などに積極的に参加しましょう。

適切な栄養・食生活について地域全体で取り組みを広げていけるよう声を

かけ合いましょう。 
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（２）身体活動・運動 

身体活動・運動の量が多い人は、不活発な人と比較して循環器疾患やがんなどの生活

習慣病の発症リスクが低いといわれています。 

本町では成人の肥満率が高く、また、生活習慣病による死亡が多いことから、子ども

の頃から日常生活に身体活動を取り入れる意識が重要となっています。また、脳血管疾

患、心疾患、糖尿病の温床となる肥満の予防・解消、体力向上、ストレス解消など、個

人に合わせ適切な運動習慣を身につけられるよう、啓発を進めていく必要があります。 

「新しい総合事業に係る生活支援体制整備に向けた実態調査」（平成 28 年度に本町で

実施）によると、「階段を手すりや壁を伝わらずに昇ることができない」と回答した高齢

者が 16.2％でした。また、平成 28 年度の要介護新規申請者の原因として最も多い疾病

が筋骨格系疾患であることから、介護予防を目的としたロコモティブシンドローム
※

の予

防対策を進めていく必要があります。 

※ロコモティブシンドロームとは、運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態をいいます。 

 

目標項目 

１）母子保健分野（ 乳幼児期・学齢期 ） 

指 標 
現 状 

（H29） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

体育の時間以外にも運動をしている子どもの割合
の増加 

小学 5年：84.6% 
増加 

二 中学 3年：54.3% 

児童生徒健康調査 

２）成人保健分野（ 青・壮年期、中年期、高齢期 ） 

指 標 
現 状 

（H28） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

できるだけ体を動かすようにしている人の割合の増加 
61.5% 70.0% 

二 
健康意識調査 

日常生活での歩行又は同等の身体活動時間が 60 分以上
の人の割合の増加 

50.0% 増加 
二 

特定健診問診票 

運動習慣のある人の割合の増加 
29.5% 50.0% 

ハ 
特定健診問診票 

施策 

１．母子保健分野（ 学齢期 ） 

（１）子どもの頃から体を動かす習慣を身につける取り組みの実施 

①乳幼児健康相談や健康診査をとおして、肥満予防や健全な成長発達を促すための運動に

ついて普及啓発を行います。 
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②小中学校の健康教室や親子健康面談などをとおして、健全な成長発達を促し生活習慣病

を予防するための運動について普及啓発を行います。 

２．成人保健分野（ 青･壮年期、中年期、高齢期 ） 

（１）町内の保健事業、施設に関する情報提供 

①町内で開催されている各種運動教室・自主活動グループを紹介し、運動の普及啓発を行

います。 

②町内運動施設のＰＲを行い、施設利用者の増加に努めます。 

③各種スポーツ大会や教室のＰＲを行うなど、運動の普及に向けて周知します。 

（２）運動習慣の定着を図るための普及啓発 

①ライフステージに合わせた適切な運動（軽体操・ウォーキングなど）の仕方について普

及啓発を行います。 

②関係機関と連携し、親子で参加できる手軽な運動の普及に努めます。 

③健康づくりや生活習慣病予防のため、特定保健指導や各種健康教室、介護予防教室など

を活用して運動指導を行い、意識啓発に努めます。 

④ロコモティブシンドロームやフレイル
※

予防のため、骨・関節・筋肉などの運動機能向上

を目的とした運動の推進に努めます。 

※フレイルとは、「虚弱」を意味し、健康な状態と日常生活で支援が必要な介護状態の中間をいいます。 

 

みんなの取り組み 
 

住 民：日常生活の中で、意識して体を動かすようにしましょう。 

運動の必要性を理解し、自分に合った運動を継続しましょう。 

地 域：ウォーキングなど手軽にできる運動に個人や家族で取り組み、運動教室や

介護予防教室、自主グループ、サークルに参加するなど、身近な健康づく

りの場を広げていきましょう。 
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（３）飲酒・喫煙 

がん、高血圧、脳血管疾患、脂質異常症などの飲酒に関連する多くの健康上のリスク

は、１日の平均飲酒量の増とともに上昇するといわれています。本町では、生活習慣病

のリスクを高める多量飲酒をしている人は県平均より低いものの、全国と比較して高い

状況にあることから、飲酒に関する正しい情報提供と節度ある飲酒行動への啓発が重要

となっています。 

喫煙は、がん、循環器疾患、呼吸器疾患、糖尿病、周産期の異常などの要因となり、

受動喫煙は虚血性心疾患、肺がんに加え、乳幼児の喘息や呼吸器感染症、乳幼児突然死

症候群などの要因になるといわれています。本町では成人の喫煙率は全国や県と比較し

て高い状況にあることから、喫煙に関する正しい知識を普及するとともに、喫煙が影響

を及ぼすがんや歯周疾患の早期発見を目的とした対策を講じる必要があります。また、

未成年者の喫煙や妊産婦の喫煙は、家族など周囲の喫煙が大きく影響することから、禁

煙支援など家族の禁煙対策を講じる必要があります。受動喫煙防止対策として、公共施

設をはじめ、町内各施設の取り組みを支援していく必要があります。 

目標項目 

１）母子保健分野（ 乳幼児期・学齢期 ） 

指 標 
現 状 

（H29） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

未成年者の飲酒をなくす 

小学 5年：2.1% 
0.0% 

イ 中学 3年：7.9% 

児童生徒健康調査 

妊娠中の飲酒をなくす 
1.1%（H28） 0.0% 

イ 
三戸地方保健所 

未成年者の喫煙をなくす 

小学 5年：1.4% 
0.0% 

イ 中学 3年：1.2% 

児童生徒健康調査 

妊娠中の喫煙をなくす 
1.1%（H28） 0.0% 

イ 
三戸地方保健所 

妊婦の同居者の喫煙を減らす 
46.2%（H28） 減少 

二 
三戸地方保健所 

育児期間の両親の喫煙率の減少（3歳児） 
父：54.0%（H28） （半減）27.0% 

（半減） 9.0% 
健やか
親子 

母：18.1%（H28） 
3 歳児健診問診票 

２）成人保健分野（ 青･壮年期、中年期、高齢期 ） 

指 標 
現 状 

（H29） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人（1
日当たりの純アルコール摂取量が男性 40ｇ以上、女
性 20ｇ以上）の割合の減少 

男性：17.0%（H28） 
女性： 9.5%（H28） 

13.0% 
 6.4% イ 

特定健診問診票 
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ほぼ毎日飲酒する人の割合の減少 
22.0%（H28） 減少  

二 
特定健診問診票 

成人の喫煙率の減少 
15.8%（H28） 12.0% 

ハ 
特定健診問診票 

子どもの前で喫煙しない人の割合の減少 

小学 5年及び 

中学 3年保護者 

83.2% 
100.0% 

二 

児童生徒健康調査 

たばこが体に及ぼす影響を知っている人の割合の増加 
91.0%（H28） 100.0% 

二 
健康意識調査 

受動喫煙防止対策を実施している施設の増加 

空気クリーン
施設登録施設
（H30.1月末現在） 

35カ所 

増加 
二 

三戸地方保健所資料 

 

施策 

１．母子保健分野（ 乳幼児期・学齢期 ） 

（１）喫煙・飲酒の害を周知し、未成年者や妊産婦の飲酒・喫煙防止を図る 

①学校と連携し、飲酒や喫煙の害についての普及啓発を行います。 

②未成年者の飲酒や喫煙の害について町民に知識の普及を行います。 

③全妊婦に対して妊娠届出時に個別面談を行い、喫煙や受動喫煙防止・禁酒について指導

を徹底します。喫煙者に対しては出産後の再喫煙を防ぐため、訪問指導や乳幼児保健事

業の際に継続指導を行います。 

④妊産婦や乳幼児、小中学生を受動喫煙の害から守るための普及啓発を行います。 

２．成人保健分野（ 青･壮年期、中年期、高齢期 ） 

（１）適正飲酒についての周知 

①特定保健指導や健診事後指導、各種健康教室などをとおして、飲酒と生活習慣病の関係

や適正飲酒について普及啓発を行います。 

②広報掲載をとおして、適正飲酒についての正しい知識の普及に努めます。 

（２）喫煙の害について正しい知識を普及する 

①特定保健指導や健診事後指導、各種健康教室などをとおして、喫煙や受動喫煙の害につ

いて普及啓発を行います。 

②分煙、禁煙の必要性を関係機関へ働きかけ、非喫煙者を受動喫煙の害から守ります。 

③禁煙希望者に対して専門機関（禁煙外来）や禁煙グッズ（ニコチンガム、パッチなど）

の紹介を行います。 

３．喫煙防止についての環境整備 

①県や保健所と連携し、公共施設やその他施設などにおける受動喫煙防止対策を進めます。 
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みんなの取り組み 

住 民：飲酒や喫煙が及ぼす健康への影響を理解しましょう。 

喫煙者は禁煙に心がけましょう。 

飲酒する際は適量にしましょう。 

地 域：未成年者や妊婦が飲酒･喫煙をしないよう、家庭や地域で見守りましょう。 

     未成年者や妊産婦を受動喫煙から守りましょう。 
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（４）歯科口腔の健康 

歯科口腔の健康は、生活習慣や全身の健康状態との関わりが大きく、歯の喪失による咀嚼 

機能や構音機能の低下は生活の質に大きく影響します。 

そのため、う歯や歯周疾患予防に関する知識の普及、意識啓発を行い、妊娠期から乳幼 

児期、高齢期までの生涯をとおした歯科口腔保健の取り組みが必要です。 

本町では、幼児のう歯保有率は県や保健所管内と比較して高く、成人の定期的な歯科検 

診の実施が少ないという状況にあります。また、妊婦の歯周病は早産や低出生体重児の出

産につながることがあるため、丈夫な子どもを産み育てるためにも妊産婦の歯科口腔保健

対策を進める必要があります。 

「新しい総合事業に係る生活支援体制整備に向けた実態調査」（平成 28年度に本町で実 

施）によると、高齢者の 15％が「毎日歯みがきを行っていない」と回答しており、「半年

前に比べて固いものが食べにくくなった」と回答した人は、一般高齢者では 33.6％、要支

援者では 61.0％でした。このことから、高齢者の歯科口腔保健対策を強化することが高齢

者の健康維持や介護予防を進める上で重要であると考えられます。本町では今後も要介護

者や介護給付費の増大が見込まれることから、歯科口腔保健対策を強化するものです。 

目標項目 

１）母子保健分野（ 乳幼児期・学齢期 ） 

指 標 
現 状 

（H28） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

う歯のない者の割合の増加 

1歳 6か月児：96.2% 
 3歳児      ：60.0% 

1歳6か月児：98.3% 
（Ｈ27全国平均） 

 3歳児      ：71.2% 
（Ｈ27県平均） 

二 
 
ハ 

  1歳 6か月児健診結果、3歳児健診結果 

フッ化物歯面塗布を受けたことがある割合の増
加 

1歳 6か月児： 5.8% 
1歳 6か月児：15.4% 

（Ｈ27県平均） 二 
 
ハ 

 3歳児      ：40.1% 
3歳児      ：62.5% 

（Ｈ27県平均） 

1歳 6か月児健診問診票、3歳児健診問診票 

甘味食品を 1日 3 回以上飲食する習慣の割合の
減少 

1歳 6か月児：16.3% 1歳 6か月児：10%以下 

二 3歳児      ：29.5% 3歳児      ：20%以下 

1歳 6か月児健診問診票、3歳児健診問診票 

間食を与える時刻を決めている割合の増加 

1歳 6か月児：91.3% 1歳 6か月児：95.0% 

二 3歳児      ：76.2% 3歳児     ：80.0% 

1歳 6か月児健診問診票、3歳児健診問診票 

仕上げみがきを毎日する割合の増加 

1歳 6か月児：89.3% 
1歳6か月児：93.8% 
（Ｈ27全国平均） 

健やか 
親子  3歳児     ：81.0% 3歳児      ：増加 

1歳 6か月児健診問診票、3歳児健診問診票 
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12歳児（中 1）における 1人平均う歯数（DMF
歯数）の減少 

2.12歯 1.0歯未満 
イ 

学校保健白書 

中学生における歯肉に炎症所見を有する者の
減少（要精検者の割合） 

6.2% 減少 
健やか 
親子 

学校保健白書  

毎日歯みがきをしている割合の増加 

小学 5年：90.9%（H29） 
中学 3年：97.0%（H29） 

増加 
二 

児童生徒健康調査 

２）成人保健分野（青・壮年期、中年期、高齢期） 

指 標 
現 状 

（H29） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

定期的に歯の検診を受けている割合の増加 
18.3%（H28） 30%以上 

二 
健康意識調査 

歯みがきを１日２回以上している割合の増加 
62.6%（H28） 80%以上 

二 
健康意識調査 

障がい者入所施設での定期的な歯科検診実施の
増加 

1箇所（1施設中） 現状維持 
二 

健康福祉課調査 

口腔ケアに積極的に取り組んでいる介護老人福
祉施設・介護老人保健施設の増加 

5箇所（5施設中） 現状維持 
二 

健康福祉課調査 

施策 

１.共通事項（全ての年代） 

（１）ライフサイクルに応じた歯科口腔についての知識の普及、意識の啓発と体制整備 

①ライフサイクルに応じた歯科口腔の健康や８０２０（ハチマルニイマル）運動
※

について、

広報やチラシなどによる普及啓発を図ります。 

②歯科口腔保健対策を進めるために、町内歯科医療機関や口腔保健支援センター、保健所

など、関係機関と連携を図り、効果的な対策を進めます。 

※８０２０運動とは、「80歳になっても自分の歯を 20 本以上保とう」という運動のことをいい 

ます。 

２.母子保健分野（ 乳幼児期・学齢期 ） 

（１）妊産婦のう歯・歯周病予防の推進 

①妊娠届出時保健指導や家庭訪問で妊産婦の歯科保健指導を実施するとともに、妊婦歯科

健診を実施し、妊娠中のう歯・歯周病予防を推進します。 

（２）乳幼児の歯科保健指導及び間食指導の強化 

①乳幼児歯科健診や歯科保健指導、幼児のフッ化物歯面塗布事業を実施し、乳歯萌出前か

ら就学までのう歯予防対策を強化します。 

②う歯予防のための食事や間食について栄養指導を強化します。 
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③保育園・幼稚園・社会福祉協議会などと連携し、歯科保健指導や間食指導を実施します。 

（３）学校や家庭でのう歯予防、早期治療の推進 

①児童生徒に対する歯みがきや食事・間食についての保健指導を実施します。 

②学校をとおし、要治療の児童生徒の早期治療を進めます。 

３．成人保健分野（ 青･壮年期、中年期、高齢期 ） 

（１）成人期・高齢期のう歯や歯周病予防の取り組み 

①健康教室・健康相談において、歯科口腔に関する正しい知識の普及啓発を行います。 

②成人・高齢者に対する歯科検診事業を実施するとともに、かかりつけ医による定期的な

歯科検診の受診を勧奨します。 

③高齢者を対象に、各種介護予防事業において口腔機能向上のための講話や実技指導を行

います。 

④福祉・介護関係者に対して歯科口腔の健康について普及啓発を行います。 

 

みんなの取り組み 

 

住  民：正しい歯みがきの仕方を身につけ、毎日行いましょう。 

     よく噛んで食べ、規則正しい生活習慣を心がけましょう。 

歯科口腔保健に関心を持ち、定期的に歯科検診を受けましょう。 

地  域：歯科検診や健康教室に積極的に参加しましょう。 

口腔の健康について地域全体で取り組みを広げていけるよう声をかけ合いま 

しょう。 
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領域２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防に関する分野 

（１）がん 

本町における死因の第１位は「悪性新生物」であり、総死亡の約３割を占めています。

がん検診受診率や精密検査受診率は年々高くなっていますが、がんによる死亡が多いこと

から、がん対策の「一次予防」としての生活習慣改善、「二次予防」としての検診などによ

る早期発見・早期治療を進めるための各種施策をより一層推進していくことが重要です。

また、ピロリ菌感染が胃・十二指腸潰瘍、胃がん発症の要因の一つといわれており、本町

では平成 29年度より中学生を対象にピロリ菌抗体検査及び除菌治療を実施しています。現

在の取り組みが、将来の胃がん発症を減らす取り組みであることから、事業を継続してい

く必要があります。 

目標項目 

１）学齢期・成人保健分野（学齢期、青･壮年期、中年期、高齢期 ） 

指 標 
現 状 

（H28） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

がんの標準化死亡比の低下 

男性 100.7 
（H24～H28） 

100以下 

二 女性 88.7 
（H24～H28） 

現状以下 

県健康福祉政策課資料 

がん検診受診率の向上（胃がん） 
27.0% 50.0% 

イ 
地域保健・健康増進事業報告 

          （肺がん） 
47.3% 50.0% 

イ 
地域保健・健康増進事業報告 

          （大腸がん） 
41.1% 50.0% 

イ 
地域保健・健康増進事業報告 

          （子宮がん） 
37.0% 50.0% 

イ 
地域保健・健康増進事業報告 

          （乳がん） 
31.0% 50.0% 

イ 
地域保健・健康増進事業報告 

          （前立腺がん） 
70.0% 75.0% 

二 
地域保健・健康増進事業報告 

がん検診精密検査受診率の向上 
83.5% 100.0% 

二 
南部町健康福祉事業実施報告 

中学生ピロリ菌二次検査受診率の向上 

97.1% 
（H29） 

100.0% 
二 

南部町健康福祉課子育て支援班 
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施 施策 

１．学齢期・成人保健分野（学齢期、青･壮年期、中年期、高齢期 ） 

（１）がん予防のための普及啓発 

  ①広報や各種健康教室において、がん予防のための生活習慣について普及啓発を行います。

（２）がん検診及び精密検査受診率の向上 

①受診体制の整備 

検診費用や委託検診機関の見直しなど、より受診しやすい環境を整備します。 

②未受診者への勧奨通知 

 受診率の低い地区や年代別の受診率向上に向けた取り組みを行います。 

 受診勧奨通知のあり方を検討するなど、受診率向上に向けて創意工夫を行います。 

③保健推進員をとおして、町民への周知を図り受診勧奨を行います。 

④中学生を対象としたピロリ菌抗体検査を実施し、陽性者に対する二次検査の勧奨を行い、

治療につなげます。 

⑤精密検査については、文書や電話などによる勧奨を行い、精密検査受診率の向上を目指

します。 

（３）検診の精度管理の徹底 

①委託検診機関と連携し、精度管理を徹底します。 

 

みんなの取り組み 

 

住 民：年に１回は必ずがん検診を受けましょう。 

精密検査は必ず受けましょう。 

地 域：生活習慣病予防に対する知識を得て、地域の仲間と一緒に健康づくりに取り組

みましょう。 

若い世代から自分の健康に関心を持ち、家庭や学校、職場で生活習慣病予防に取

り組みましょう。 
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（２）循環器疾患（脳血管疾患・心疾患） 

本町の脳血管疾患や心疾患などの循環器疾患は、主要死因の上位を占めており、平均寿

命に影響を与えている重要な疾患です。脳血管疾患については、標準化死亡比が高いこと、

平成 27年度の要介護新規申請者の原因として多い疾病であることから、減塩や運動、肥満

予防など、生活習慣改善の取り組みを推進していく必要があります。生活習慣を改善する

ためには、本人だけではなく家族や地域も含めた支援体制が大切であることから、関係機

関や各種団体などと連携を図りながら包括的な取り組みを進めていく必要があります。 

目標項目 

１）母子保健分野（ 乳幼児期・学齢期 ） 

指 標 
現 状 

（H29） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

若年生活習慣病予防健康診査異常率の
低下 

77.6% 
（第 2次総合振興計画 H34目標） 

64.1% 二 
南部町健康福祉事業実績報告 

 

２）成人保健分野（ 青･壮年期、中年期、高齢期 ） 

指 標 
現 状 

（H28） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

脳血管疾患の標準化死亡比の低下 

男性：143.3 
（H24～H28） 

女性：103.7 
（H24～H28） 

100以下 
 

100以下 二 

県健康福祉政策課資料 

心疾患の標準化死亡比の低下 

男性：111.6 
（H24～H28） 

100以下 

二 女性：84.5 
（H24～H28） 

現状以下 

県健康福祉政策課資料 

特定健康診査受診率の向上 
47.0% 60.0% 

ハ 
特定健診集計結果（法定報告値） 

特定保健指導実施率の向上 
60.8% 65.0% 

ハ 
特定健診集計結果（法定報告値） 

メタボリックシンドロームの該当者・予備群の該当率の低下 
28.0% 25.0% 

ハ 
特定健診集計結果（法定報告値） 

メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率の向上 
22.4% 25.0% 

二 
特定健診集計結果（法定報告値） 

正常血圧者の割合の増加 
47.5% 50.0% 

二 
特定健診集計結果 
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血圧精密検査受診率の向上 
61.3% 増加  

二 特定健診集計結果 

脂質異常症の割合の減少（LDLコレステロール160mg以上） 

男性： 7.3% 男性：6.2%  
イ 

 女性：11.0% 女性：8.8% 

特定健診集計結果 

脂質異常症の割合の減少（HDLコレステロール40mg未満） 

男性：8.7% 男性：7.5% 

二 女性：1.8% 女性：1.5% 

特定健診集計結果 

脂質異常症精密検査受診率の向上 
66.8% 増加 

二 
特定健診集計結果 

 

施 施策 

１．母子保健分野（ 乳幼児期・学齢期 ） 

（１）乳幼児期からの生活習慣病予防への取り組み 

①保育園・幼稚園などと連携し、食事のバランスや間食の摂り方など、生活習慣に関わる

指導を行います。 

②乳幼児健康相談や健康診査の際、規則正しい生活習慣について指導を徹底します。 

（２）学校と連携した若年生活習慣病予防対策の推進 

①中学生を対象に若年生活習慣病予防健康診査を実施し、生徒が自分の健康に関心を持ち、

生活習慣改善の意識や行動が高まるよう支援します。 

②若年生活習慣病予防健康診査の事後指導として、親子健康面談や健康教育を実施し、親

子で生活習慣病予防ができるように指導を行います。 

２．成人保健分野（ 青･壮年期、中年期、高齢期 ） 

（１）循環器疾患の予防対策の強化 

①広報や各種健康教室において、食事や運動、肥満予防など、生活習慣改善についての普

及啓発を行います。 

（２）健診及び精密検査受診率の向上 

①受診体制の整備 

健診費用や委託健診機関の見直しなど、より受診しやすい環境を整備します。 

②未受診者への勧奨通知 

受診率の低い地区を中心に個別の受診勧奨を行います。 

③保健推進員をとおして、町民への周知を図り受診勧奨を行います。 

（３）発症及び重症化予防 

①特定保健指導やコントロール不良者への訪問指導を強化します。 

（４）保健指導従事者の質の向上 

  ①研修への参加や事例検討を通じて、保健指導従事者の質の向上を図ります。 
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（５）医療機関・健康増進施設との連携 

  ①医療機関や健康増進施設と連携し、効果的な保健指導が実施できるよう取り組みます。 

 

みんなの取り組み 

住  民：年に１回は必ず健診を受けましょう。 

精密検査は必ず受けましょう。 

地  域：生活習慣病予防に関する知識を得て、地域の仲間と一緒に健康づくりに取り組み 

ましょう。 

若い世代から自分の健康に関心を持ち、家庭や学校、職場で生活習慣病予防に取

り組みましょう。 
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（３）糖尿病 

糖尿病は、心血管疾患のリスクを高め、重症化に伴い、神経障害、網膜症、腎症、足の

潰瘍や壊死、歯周病などの合併症を併発する恐れがあり、個人の生活の質を低下させると

ともに、医療や介護、福祉などの社会経済に大きな影響を及ぼします。本町では、糖尿病

の標準化死亡比が高く、特に男性では全国の２倍以上となっていることから、乳幼児期か

ら高齢期まで糖尿病予防のための生活習慣改善について知識の普及啓発を行う必要があり

ます。また、糖尿病患者の重症化予防について取り組みを強化していく必要があります。 

目標項目 

１）母子保健分野（ 乳幼児期・学齢期 ） 

指 標 
現 状 

（H29） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

若年生活習慣病予防健康診査異常率の
低下（再掲） 

77.6% 
（第 2次総合振興計画 H34目標） 

64.1% 二 
南部町健康福祉事業実績報告 

２）成人保健分野（ 青･壮年期、中年期、高齢期 ） 

指 標 
現 状 

（H28） 
目 標 

設定 

根拠 
    

糖尿病標準化死亡比の低下 

男性：228.6 
（H24～H28） 

女性：104.3 
（H24～H28） 

100以下 
 

二 

三戸地方保健所資料  

血糖コントロール指標におけるコントロール
不良者の割合の減少（HbA1c ＮＧＳＰ値
8.4%以上） 

4.7% 
2.3% 

（半減） ハ 
特定健診集計結果 

糖尿病精密検査受診率の向上 
77.8% 

83.0% 
（5％増やす） 二 

特定健診集計結果 

糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数の減少 
（国保被保険者） 

2人（新規 3人中） 0人 
ハ 

ＫＤＢシステム 

メタボリックシンドロームの該当者・予備群の該当率の
低下（再掲） 

28.0% 25.0% 
ハ 

特定健診集計結果（法定報告値） 

メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率の
向上（再掲） 

22.4% 25.0% 
ハ 

特定健診集計結果（法定報告値） 

特定保健指導実施率の向上（再掲） 
60.8% 65.0% 

ハ 
特定健診集計結果（法定報告値） 

 

施 施策 

１．母子保健分野（ 乳幼児期・学齢期 ） 
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（１）乳幼児期からの生活習慣病予防への取り組み 

①保育園・幼稚園などと連携し食事のバランスやおやつの摂り方について指導を行います。 

②乳幼児健康相談や健康診査の際、規則正しい生活習慣について指導を強化します。 

（２）学校などと連携した生活習慣病予防対策の推進 

①中学生を対象に若年生活習慣病予防健康診査を実施し、生徒が自分の健康に関心を持ち、

生活習慣改善の意識や行動が高まるよう支援します。 

②若年生活習慣病予防健康診査の事後指導として、親子健康面談や健康教育を実施し、親

子で生活習慣病予防ができるように指導を行います。 

２．成人保健分野（ 青･壮年期、中年期、高齢期 ） 

（１）特定健診・精密検査受診率の向上 

①受診勧奨体制として、保健推進員による健診申込み取りまとめのほか、広報・回覧や健

康教室での周知、未受診者への個別の受診勧奨を行い、健診受診率の向上を目指します。 

②保健推進員に対する研修を行い、健康についての知識の普及・啓発を行います。 

③精密検査の重要性を伝え、精密検査受診率の向上を目指します。 

（２）発症予防及び重症化予防 

①糖尿病の予防及び合併症についての正しい知識と生活習慣改善の普及啓発を図ります。 

②管理栄養士や保健師による健康教室や栄養指導などをとおし、発症予防及び重症化予防

に努めます。 

③コントロール不良者や治療中断者への訪問指導、特定保健指導を強化します。 

（３）保健指導従事者の質の向上 

  ①研修参加や事例検討をとおして、保健指導従事者の質の向上を図ります。 

（４）医療機関・健康増進施設との連携 

①連絡票などを利用し、医療機関との連携に努めます。 

②健康増進施設や運動施設と連携を図り多様化するニーズに対応した保健指導に努めます。 

 

みんなの取り組み 
 

住 民：年に１回は必ず健診を受けましょう。 

精密検査は必ず受けましょう。 

糖尿病治療が必要な場合は治療を継続し、生活習慣を見直すことで重症化

（合併症）を防ぎましょう。 

地 域：生活習慣病予防に関する知識を得て、地域の仲間と一緒に健康づくりに取

り組みましょう。 

若い世代から自分の健康に関心を持ち、家庭や学校、職場で生活習慣病予

防に取り組みましょう。 
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領域３ 社会生活を営むために必要な機能の維持・向上に 
関する分野 

（１）休養・こころの健康 

睡眠不足は生活の質に大きく影響し、睡眠障害はこころの病気の症状として出現する

こともあります。こころの健康を保つため、心身の疲労回復のための休養やストレスへ

のセルフケアを日常生活の中に適切に取り入れることが大切です。一人ひとりが適切な

睡眠習慣を保ち、上手に休養を取り入れることができるように情報提供をしていくこと

が必要です。同時に、うつ病など、こころの病気の知識の普及とともに、早期に適切な

対応につながる体制づくりを進めていくことが重要です。 

本町では自殺予防対策に重点を置いた活動を行ってきており、自殺死亡率が年々減少

傾向となり、最近では全国や県と比較して低くなっています。今後も継続して自殺予防

対策に取り組むとともに、こころの健康について、子どもから高齢者まで地域で安心し

て暮らせる社会づくりに向けた取り組みを推進していく必要があります。 

目標項目 

１）母子保健分野（ 乳幼児期・学齢期 ） 

指 標 
現 状 

（H29） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

産後１か月で産後うつのリスク（ＥＰＤＳ９点
以上）を持つ人の割合の低下 

3.5%（H28） 減少 健やか 
親子 妊産婦訪問指導事業 

困った時の相談相手がいる人の増加 

小学 5年：86.0% 
90%以上 

二 中学 3年：78.0% 

児童生徒健康調査 

22時以降に就寝する乳幼児の割合の減少 

1歳 6か月児：12.5% 
減少 

二 3歳児      ：27.9% 

1 歳 6 か月児健診・3歳児健診問診票 

22時以降に就寝する小学生の割合の減少 
（小学 5年生） 

65.0%（H29） 減少 

二 
児童生徒健康調査 

23時以降に就寝する中学生の割合の減少 
（中学 3年生） 

75.6%（H29） 減少 

児童生徒健康調査 

周囲から大切にされていると思う人の増加 

小学 5年：72.7% 
90%以上 

二 中学 3年：81.1% 

児童生徒健康調査 

十代の自殺者ゼロの継続 
0人（H28） 0人 健やか 

親子 人口動態統計 

スクールカウンセラーなどに相談できる体制の
ある小中学校の割合の増加 

100.0% 現状維持 健やか 
親子 学務課調査 

２）成人保健分野（ 青・壮年期、中年期、高齢期 ） 
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指 標 
現 状 

（H28） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

睡眠による休養を十分にとれていない人の割合の減
少 

30.1% 22.0%以下 
イ 

健康意識調査 

睡眠確保のためにお酒を飲むことのある人の割合の減
少 

18.0% 
16.2%以下 

（現状の 10%減） 二 
健康意識調査 

ストレス解消法を持っている人の割合の増加 
89.2% 増加 

二 
健康意識調査 

 
生きがいのある人の割合の増加 

64.6% 
71.0% 

（現状の 10%増） 二 
健康意識調査 

自殺者の減少（人口 10万人当たり） 
16.4（H27） 減少 

ハ 
人口動態統計 

気分がひどく落ち込んで自殺について考えることがあ
る人の割合の低下 

10.0% 
5.0%以下 

（現状の半減） 二 

うつ病スクリーニング 

町が自殺予防に取り組んでいることを知っている人
の割合の増加 

46.1% 
50.7% 

（現状の 10%増） 二 

健康意識調査 

 

施策 

１．母子保健分野（ 妊産婦・乳幼児期・学齢期 ） 

（１）睡眠・休養に関する普及啓発 

①親子健康面談や健康教室をとおして、早寝早起きやテレビ・ゲーム・インターネットの

時間などの生活習慣について普及啓発を行います。 

（２）家庭や学校でのコミュニケーション・命の大切さを学ぶ機会づくり 

①乳幼児健診・相談や健康教室をとおし、親子の関わり方やコミュニケーションについて

保護者の意識啓発を図ります。 

②教育委員会や学校、保育園・幼稚園、社会福祉協議会と連携し、子どものこころの健全

な発達を促す取り組みを行います。 

③思春期の身体的・心理的な発達を家庭や地域など周囲の大人が理解し、家庭や地域が子

どもを見守り寄り添える体制づくりを進めます。 

（３）こころの健康に関する相談窓口の普及 

①電話相談、メール相談の活用を推進します。 

②母子保健事業や思春期保健事業において相談窓口一覧チラシを配布し、相談窓口の普及

啓発を図ります。 

③妊産婦訪問指導などをとおし、うつ病スクリーニングなどを活用して、妊産婦のうつ病

対策に取り組みます。 
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２．成人保健分野（ 青･壮年期、中年期、高齢期 ） 

（１）睡眠・休養に関する普及啓発 

①広報や各種健康教室で睡眠・休養、ストレスとのつき合い方について情報提供や知識の

普及を行います。 

（２）こころの健康づくり対策 

①こころの健康づくりについて普及啓発を行い、相談窓口の周知を図ります。 

②相談支援事業（医師・弁護士などの専門家による相談、相談専用ダイヤルの設置、メー

ル相談の実施）の利用拡大及び「心の健康診断（うつ病スクリーニング）」の継続実施に

取り組みます。 

③こころの健康づくりを主体的に考え、活動していける地域づくりを推進します。精神障

害者家族会など、こころの健康づくり関係組織団体の活性化を図るため、活動を支援し

ます。 

④困難事例は関係機関と連携し対処するなど、相談を受けた後のフォローアップ体制の構

築に取り組みます。 

３．地域における関係機関及び人的資源との連携 

（１）関係機関との連携 

  ①医療機関や研究機関、保健所、関係機関と連携し、こころの健康づくりのための効果的

な進め方や事業内容を検討します。 

  ②町内会、社会福祉推進協議会などと連携し、健康教室や介護予防教室などをとおして、

こころの健康づくり対策を進めます。 

（２）人材育成 

①ゲートキーパー
※

の養成を図り、周りの人の異変に気づいた場合には、身近なゲートキー

パーとして適切に行動することができるよう、必要な基礎知識の普及に取り組みます。 

 ※ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、

見守る人のことをいいます。 

 

みんなの取り組み 

 

住 民：悩み事は抱え込まず、身近な人や専門機関に相談しましょう。 

自分なりのストレス解消方法を見つけ、実践してみましょう。 

自身や家族、地域の人のこころの健康に関心を持ちましょう。 

地 域：身近な人に悩みを相談できる環境を広げましょう。 

地域の中で交流を図る機会をつくり、孤立化を防ぎましょう。 

     地域の中でゲートキーパーの活動を広げましょう。 
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（２）妊娠・出産・子育て 

 

少子化や子育て世帯の孤立化といった社会構造の変化、核家族化や共働き世帯の増加

といった家族形態の多様化など、子育てを取り巻く環境が大きく変化しており、母子保

健対策の強化が求められています。切れ目のない支援を行うために、保健・医療・福祉・

教育の連携による包括的な母子保健・子育て支援サービスの提供が重要です。 

町では、安心して子どもを産み、育てるために、思春期から妊娠・出産、乳幼児期を

通じて、関係機関と連携しながら、それぞれの時期に必要とされるサービスを提供して

います。平成 27 年 3 月には、「南部町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、母子保

健・児童福祉との連携による子育て支援対策の充実や児童虐待防止の強化を目指してい

ます。 

② 

目標項目 

１）妊産婦 

指 標 
現 状 

（H28） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

妊産婦死亡ゼロの継続 
0.0% 0.0% 健やか 

親子 青森県保健衛生統計 

周産期死亡（妊娠 22 週以降の死産と生後 1 週未満
の早期新生児死亡）ゼロの継続 

0.0% 0.0% 健やか 
親子 青森県保健衛生統計 

妊娠 11週以下での妊娠届出率の増加 
86.2% 100.0% 健やか 

親子 南部町健康福祉事業実績報告 

全出生数中の低出生体重児（出生体重 2,500ｇ未満
の児）の減少 

5.4% 減少 健やか 
親子 青森県保健衛生統計 

新生児死亡ゼロの継続 
0.0% 0.0% 健やか 

親子 青森県保健衛生統計 

乳児死亡ゼロの継続 
0.0% 0.0% 健やか 

親子 青森県保健衛生統計 

２）乳幼児・児童生徒 

指 標 
現 状 

（H28） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

乳児健康診査受診率の向上 
91.3% 95.0% 健やか 

親子 南部町健康福祉事業実績報告 

１歳６か月児健康診査受診率の向上 
99.0% 100.0% 健やか 

親子 南部町健康福祉事業実績報告 

３歳児健康診査受診率の向上 
98.1% 100.0% 健やか 

親子 南部町健康福祉事業実績報告 
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出産後１か月時の母乳育児の割合の増加 
45.5% 

48.6% 
（H27健やか親子全国現状） 

健やか 

親子 乳児健康診査問診票 

22 時以降に就寝する乳幼児の割合の減少
（再掲） 

1歳6か月児：12.5% 
減少 

二 3歳児    ：27.9% 

1 歳 6 か月児健診・3歳児健診問診票 

22時以降に就寝する小学生の割合の減少 
（小学 5年生）（再掲） 

65.0%（H29） 減少 

二 
児童生徒健康調査 

23時以降に就寝する中学生の割合の減少 
（中学 3年生）（再掲） 

75.6%（H29） 減少 

児童生徒健康調査 

ゆったりとした気分で子どもと過ごせる 
時間がある人の増加（3歳児保護者） 

52.4% 
64.0% 

（H27健やか親子全国現状） 

健やか

親子 

3 歳児健診問診票 

子育てに育てにくさを感じる人の割合の
減少（3歳児保護者） 

37.2% 
29.9% 

（H27健やか親子県現状） 二 
3 歳児健診問診票 

育てにくさを感じた時の相談先を知って
いる親の増加（3歳児保護者） 

92.7% 
95.0% 

（H27健やか親子全国目標） 
健やか

親子 
3 歳児健診問診票 

この地域で子育てをしたいと思う親の割
合の増加（3歳児保護者） 

92.3% 
95.0% 

（H27健やか親子全国目標） 健やか 

親子 
3 歳児健診問診票 

子どもを虐待していると思う親の減少 
（7項目中 1つでも該当する場合） 

（3歳児保護者） 
しつけのし過ぎ、感情的にたたく、子どもだけ残して

外出、長時間食事を与えない、感情的に言葉で怒鳴る、

子どもの口をふさぐ、子どもを激しく揺さぶる  

44.7% 
32.3% 

（H27健やか親子全国現状） 
健やか 

親子 

3 歳児健診問診票 

虐待による死亡ゼロの継続 
0人 0人 

健やか

親子 南部町健康福祉事業実績報告 

３）思春期保健 

指 標 
現 状 

（H29） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

困った時の相談相手がいる人の増加（再
掲） 

小学 5年：86.0% 90%以上 

二 中学 3年：78.0% 90%以上 

児童生徒健康調査 

周囲から大切にされていると思う人の増
加（再掲） 

小学 5年：72.7% 90%以上 

二 中学 3年：81.1% 90%以上 

児童生徒健康調査 

十代の自殺者ゼロの継続（再掲） 
0人（H28） 0人 健やか 

親子 青森県保健衛生統計 
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施策 

１． 妊産婦  

（１）安心・安全な妊娠・出産のための支援 

①妊娠届出時に保健師や栄養士による面接を行い妊娠初期からの支援を行うことで、妊

娠・出産・育児を通じた切れ目のない支援を継続します。 

②医療機関における妊婦健康診査受診や母親教室受講の勧奨を行います。 

③妊産婦連絡票・未熟児連絡票などを活用し、医療機関や関係機関と連携しながら必要な

支援を行います。 

④電話相談・メール相談による相談体制や訪問指導を強化します。 

⑤産後うつスクリーニングを実施し、産後うつの予防・早期対応や育児不安の軽減を図り

ます。 

２．乳幼児・児童生徒  

（１）乳幼児・児童生徒の健全な発育・発達を促す支援 

①乳幼児相談・健診の受診率を高め、未受診者への支援を強化します。 

②電話相談・メール相談による相談体制を強化し、必要時訪問指導を行います。 

③食生活、早寝早起き、テレビ・ゲーム・インターネットの時間など、正しい生活習慣確

立のための支援を強化します。 

④医療機関・保健所・児童相談所・保育園・幼稚園・学校・主任児童委員などとの連携を

強化し、子どもの健康づくりや子育て支援対策の充実を図ります。 

⑤言葉・行動・情緒などの支援が必要な幼児や家族、育てにくさを感じる親に対する相談

体制の充実を図ります。 

⑥地域や保健・医療・福祉などの関係機関との連携を図りながら、虐待防止に向けたネッ

トワークづくりを進めます。 

⑦子育てに関する制度や情報・相談先について周知を図ります。 

（２）思春期保健教育の推進 

①命の大切さや正しい性知識の普及、意識啓発を図るため、小中学校との連携による健康

教育の実施や思春期ふれあい体験を実施します。 

（３）妊娠・出産・子育てに関する支援体制の整備 

①保健・医療・福祉・教育が連携し、親子への支援が円滑に行われる体制を整えます。 

みんなの取り組み 
 

家 庭：親子の絆を大切にし、ゆとりを持って子育てに取り組みましょう。 

家族で話をする機会（コミュニケーションの場）をつくりましょう。 

地 域：子どもも親も共に育ち合える支え合いの地域をつくりましょう。 

子育て世代の親が孤立しないよう地域で見守りしましょう。 

虐待などの疑いのある場合は、役場や児童相談所へ通報しましょう。 

領 

域 

３ 
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（３）認知症 

本町の平成 28 年度要介護新規申請者の要介護状態の原因として認知症が上位に挙げ

られていることから、認知症対策は介護予防の中心的な課題の一つといえます。 

「新しい総合事業に係る生活支援体制整備に向けた実態調査」（平成 28 年度本町で実

施）によると、高齢者の半数が「物忘れが多いと感じる」と回答しており、認知症は身

近な問題となっています。今後は、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らせる環

境づくりと、認知症を予防するための対策が必要です。 

そのためには、認知症発症初期の的確な診断に基づく適切な対応とともに、認知症の

正しい理解に基づく本人や家族への支援が重要です。 

認知症を予防するために、生活習慣改善による脳血管疾患や高血圧、糖尿病の予防や

重症化予防、生きがいづくりや社会参加の促進、生涯学習など、様々な分野で実施して

いる高齢者対策と連携していく必要があります。認知症についての正しい知識の普及啓

発を進めるとともに、早期発見・早期対応のための保健・医療・福祉・介護の連携に努

め、認知症の人と家族を地域全体で支援する体制を構築していく必要があります。 

② 

目標項目 
 

指 標 
現 状 

（H29） 

目 標 

（H34） 

設定 

根拠 
    

町内の認知症サポーター（※）の数を増やす 
1,393人 増加 

二 
地域包括支援センター調べ 

地区介護予防教室開催の増加 
9地区 増加 

二 
地域包括支援センター調べ 

※認知症サポーターとは、認知症について正しく理解し、本人や家族を支援する者をいいます。 

施策 

１． 認知症に関する正しい知識の普及啓発 

①キャラバンメイト
※ 1

と連携しながら、認知症サポーターを養成し、町民の認知症への理解

を促します。 

②認知症地域支援推進員
※ 2

を中心に、各種健康教室や介護予防教室において認知症をテーマ

にした講話を行い、地域住民の理解を促します。 

※1 キャラバンメイトとは、認知症サポーター養成講座の開催など、認知症に関する知識の普及

啓発を行う人をいいます。 

※2 認知症地域支援推進員とは、認知症についての普及啓発や相談支援の役割を担う人をいいます。 

２．認知症予防・早期発見 

①認知症の要因となる脳血管疾患や高血圧、糖尿病予防の対策を強化します。 

②基本チェックリストによるハイリスク者の把握を行い、介護予防教室や認知症予防教室

の参加勧奨と対象に合った個別支援を行います。 

領 

域 

３ 
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３． 早期発見・早期対応のための体制整備と専門医療・介護提供体制の充実 

①民生委員児童委員や地域包括支援センター、医療・福祉・介護関係機関などと連携し、

認知症の早期発見、早期対応に努めます。 

②認知症初期集中支援事業をとおして認知症対策を強化します。 

 

みんなの取り組み 
 

家  庭：認知症について正しく理解しましょう。 

認知症予防のため、生活習慣病や閉じこもりを予防しましょう。 

認知症の心配がある場合は、医療機関や役場に相談しましょう。 

地 域：地域で認知症の人の見守りや声がけをしましょう。 

認知症予防のためにも地域住民が積極的にコミュニケーションをとり、交流 

を図りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領 

域 

３ 
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 ３．重点課題への取り組み 

課題１ がん対策を強化する 

本町の死因の第１位は悪性新生物となっており、総死亡の 25～30％を占めています。

65歳未満の死亡の４割近くが、がんによる死亡であり検診未受診者が多いことから、壮

年期のがん対策が町の重点課題となっています。 

早期発見・早期治療を目的としたがん検診受診率や精密検査受診率の向上、特に壮年

期の検診受診率向上を目指した取り組みを強化します。 

また、中学生を対象にしたピロリ菌抗体検査及び除菌治療事業を継続するとともに、

壮年期の検診受診率向上を目指した取り組みを進めます。 

一次予防として、子どもから高齢者まで、喫煙や飲酒、身体活動・運動、肥満、食生

活などの生活習慣改善に関する取り組みを強化します。 

 

課題２ 脳血管疾患対策を強化する 

脳血管疾患の危険因子には、高血圧や脂質異常症、喫煙や多量飲酒など多くのものが

あり、寝たきりや認知症の最大の要因となることから、町民の健康寿命の低下につなが

ります。平成 28年度要介護新規申請の原因疾患として、脳血管疾患が第３位に挙げられ

ていること、脳血管疾患の標準化死亡比が全国と比較して男性が 1.5倍と高いことから、

脳血管疾患対策の強化が課題となっています。 

栄養・運動・喫煙などの生活習慣と脳血管疾患との関連について町民に普及啓発を行

うとともに、健診受診率の向上と特定保健指導の充実に取り組みます。 

 

課題３ 糖尿病の重症化予防を強化する 

糖尿病は、網膜症や腎症など合併症の発生や脳血管疾患、心臓病の併発などにより、

生活の質の低下につながることが多い疾患です。 

本町における男性の糖尿病の標準化死亡比は全国の２倍と高くなっていることや腎不

全の標準化死亡比も高くなっていることから、糖尿病の予防や早期発見、重症化予防の

ための対策の強化が課題となっています。 

対策として、特定健診未受診者対策、糖代謝異常者の特定保健指導、特定健診結果にお 

ける糖代謝コントロール不良者への訪問や健康教育、子どもから高齢者まで栄養・運動な

ど生活習慣改善のための保健指導を強化していきます。今後も医療機関及び健診機関など

各関係機関と連携を図り、糖尿病予防及び重症化予防を強化します。 
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課題４ 自殺対策を強化する 

本町の自殺死亡率は、平成 24年以降は低下傾向にあり、全国や県を下回る状況まで改

善しましたが、ゼロを達成できない状況にあります。自殺者の傾向として、男性に多く、

また、20 代、50 代、70 代、80 代以上に多いことから、年代や性別を考慮した対策を検

討する必要があります。 

こころの健康づくり対策として、これまでの壮年層への対策を継続しながら、特に、

高齢者の自殺予防では関係機関との連携を強化し対策を進めていくこと、また若年層へ

の取り組みとしては子どもの頃からの心の健康づくりを継続することが重要となります。 

具体的には、うつ病に関する知識の普及や相談窓口の周知、うつ病スクリーニング、

ゲートキーパーなどの人材育成、自殺ハイリスク者への支援のほか、学校保健や社会福

祉協議会との連携による「心の健康教室」など、各種対策を実施していきます。 

 

課題５ 歯科口腔保健対策を推進する 

歯科口腔の健康は、口から食べる喜びや話す楽しみを保つ上で重要であり、身体的な

健康のみならず、精神的、社会的な健康にも大きく影響します。 

本町では、３歳児健診のう歯保有率が全国や県と比較して高く、３歳以前の乳児期か

ら歯科保健対策の強化を図る必要があります。また、健康意識調査結果によると歯科保

健に対する意識やニーズが高まっていることから、成人歯科保健対策として歯科検診な

どの新たな対策が必要となっています。 

具体的には、妊婦の歯科保健対策、幼児のフッ化物歯面塗布、間食指導・歯みがき指

導の強化、成人・高齢者の歯科検診、ライフステージごとの特性を踏まえた歯科健康教

育などの各種歯科口腔保健対策を実施していきます。また、高齢者や障がい者について

は、医療・福祉・介護関係者と連携し、咀嚼、嚥下、口腔ケアを含む歯科口腔保健の向

上に努めます。 

 

課題６ 子どもを生活習慣病から守る 

本町では、次世代を担う子どもたちの健やかな成長を願い、心身の健康の保持増進を

図るための各種施策を実施しています。特に、生活習慣病予防は小児期からの食事・栄

養、身体活動・運動、肥満などの日頃の生活習慣に起因していることから、子どもの頃

からの生活習慣病予防対策に重点的に取り組んでいます。 

平成 29 年度の若年生活習慣病予防健診の異常率は 77.6%と高く、血圧異常は 30.0％、

糖代謝異常は 26.7％、脂質異常は 23.1％という状況でした。このことから、乳幼児の各

種健診や相談、保育園・幼稚園・学校における保健指導の機会を捉え、集団・個別指導

の強化を図るとともに、保護者への普及啓発を図ることで、家庭や地域で子どもの健康

対策に取り組むことができるように努めます。また、妊娠時期から訪問指導などをとお

して、生活習慣病予防啓発を図り、ライフステージに応じた保健指導を関係機関と連携

し実施します。 
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課題７ 介護予防の取り組みを強化する 

本町では介護給付費が年々増大しており、今後も増大が見込まれています。介護の原

因で多いものとして、筋骨格系の疾患、認知症、脳血管疾患が挙げられ、これらを合わ

せると全体の約半数を占めています。また、他の原因として、高血圧、糖尿病、悪性新

生物が挙げられます。 

これらのことから、年をとっても健康を保持し介護に移行しないために、地域包括支

援センターで実施する介護予防事業の充実強化を図るとともに、医療・福祉・介護と連

携し、地域包括ケアの取り組みを推進していく必要があります。 

具体的な取り組みとして、各種介護予防事業を強化するとともに、在宅介護支援セン

ターや民生委員児童委員などと連携し、地域の高齢者の状況把握を行い、健康づくりや

介護予防のための支援を行います。また、認知症予防や早期発見・早期対応のため関係

者の連携に努めるとともに、地域ケア会議などをとおし、高齢者や障がい者の介護予防

に関する取り組みを協議し、保健・医療・福祉・介護の連携による地域包括ケアを推進

します。 
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１.策定の経過 

第３次計画策定について南部町健康福祉推進協議会において検討を行った。 

   期  日 内   容 

平成 29年 7月 13日 策定方針の説明及び協議 

平成 29年 12月 14日 第２次すこやか南部 21評価・第３次計画骨子案提示及び協議 

平成 30年 2月 15日 第３次すこやか南部 21素案提示及び協議 

平成 30年 3月 14日 第３次すこやか南部 21計画最終案提示及び協議 

 

２.健康福祉推進協議会委員名簿 (期間：平成 29年 7月～平成 31年 3月）敬称略 

 
氏  名 所 属・役 職 

会 長 宮 澤     誠 宮沢歯科医院 院長 

副会長 沼 畑 俊 一 南部町議会教育民生常任委員会 委員長 

委 員 千 葉  茂 夫 国民健康保険南部町医療センター 院長 

委 員 宮 川  隆 美 三八地域県民局地域健康福祉部 部長（三戸地方保健所長） 

委 員 竹 田   裕 南部町校長会 代表（杉沢小学校 校長） 

委 員 山 形 千 佳 南部町小中学校養護教諭 代表（福地中学校養護教諭） 

委 員 小 向   講 南部町立学校給食センター栄養教諭 

委 員 小澤田 ひめ 南部町保健推進員 代表 

委 員 小 島  育 子 南部町食生活改善推進員会 会長 

委 員 野 田 尚 志 南部町連合父母と教師の会 会長 

委 員 夏堀 まゆみ ゆとりあ児童館父母の会 会長 

委 員 夏堀 将太郞 南部町商工会青年部 部長 

委 員 四 戸 健 一 南部農夢 会長 

委 員 川 村 綾 子 南部町社会福祉協議会 会長 

委 員 工 藤   始 南部町民生委員児童委員協議会 会長（平成 29年 10月 31日まで） 

委 員 新井山美智子 南部町民生委員児童委員協議会 会長（平成 29 年 11月 1日から） 

委 員 八木田 憲司 南部町国民健康保険運営協議会 会長職務代理者 
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３．第２次計画の評価 

（１）評価の目的及び方法 

  第２次計画は、策定から３年後の平成 27 年度に、計画達成状況の中間評価を行い、重点課

題や領域別指標に対する達成状況や取り組みの状況を評価するとともに、課題を整理し、さら

に取り組みを強化しました。 

  最終評価を行うにあたり、各種統計データ、各種事業実施状況及び問診票などによる項目、

健康意識調査（平成 28 年度実施）、児童生徒健康調査（平成 29 年度実施）などから得られた

データをもとに、重点課題及び７つの領域別指標項目について、評価を行いました。 

   

領域別指標数の推移 

      年次 

領域 

第１次計画策定時

（平成 18年度） 

第２次計画策定時

（平成 24年度） 

身体活動・運動 ６ ５ 

栄養・食生活 ９ １３ 

たばこ・アルコール ６ ８ 

こころの健康・休養 １１ ８ 

がん・生活習慣病 １３ １６ 

口の健康 ６ １０ 

妊娠・出産・子育て ８ ２２ 

計 ５９ ８２ 

 

（２）総括的評価 

 町の死亡率は県死亡率より高い状況が続いています。また、65 歳未満の死亡についてみると、

第２次計画策定時の平成 24年と平成 27年の比較では、男女ともに大きく減少しました。 

 主要死因は、第１位が悪性新生物であり、上位には、脳血管疾患、心疾患、肺炎、老衰が挙が

っています。平成 24～28 年の標準化死亡比では、男性の脳血管疾患、糖尿病、腎不全、肝疾患

で高い状況です。自殺については男女ともに高い状況ですが自殺者数は減少傾向にあり、標準化

死亡比も大きく改善しています。 

 領域別にみると、目標に達した指標は 26.8％（22指標）となっており、その主なものは、「こ

ころの健康」の自殺者数、「がん・生活習慣病」のがん検診精密検査受診率や特定保健指導受診

率、「妊娠・出産・子育て」の妊婦・乳児死亡率などでした。 

 また、目標値に達していないが改善傾向にある指標は、25.6%（21指標）で、その主なものは、

「たばこ・アルコール」の飲酒・喫煙経験のある児童生徒の割合、妊婦の喫煙者の割合など、「が

ん・生活習慣病」の特定健診・がん検診受診率などでした。 

 変わらない指標は、9.8%（8指標）であり、「栄養・食生活」の小学５年生の毎日の朝食摂取率

及び野菜の嫌いな割合など、「がん・生活習慣病」の中学３年生及び成人男性の肥満率などでし

た。 

 悪化している指標は、34.2%（28 指標）であり、「栄養・食生活」の中学３年生の朝食摂取率、

３歳児のおやつ時間を決めている割合、塩分を控えている人の割合など、「口の健康」の１歳６

か月児及び３歳児のフッ化物歯面塗布の割合、12 歳児における１人平均う歯数など、「妊娠・出

産・子育て」の 22 時以降に就寝する小学５年生、23 時以降に就寝する中学３年生の割合などで

した。 
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（３）重点課題に対する評価 

  平成 24 年度の第２次計画策定時においては、脳血管疾患、糖尿病、自殺の標準化死亡比が

高く、平均寿命に大きな影響を与えていることから、「脳血管疾患」、「糖尿病」、「自殺対策」

を重点課題として設定しました。また、乳幼児期からの生活習慣が青壮年期以降の生活習慣に

影響していることから、「乳幼児期の生活習慣」を重点課題に設定し、対策を推進してきまし

た。 

 

１）脳血管疾患の予防の強化 

 脳血管疾患による死亡数は年々減少傾向にありますが、平成 24～28年の標準化死亡比は、男

性 143.3、女性 103.7であり、平成 19～23年の男性 134.9、女性 120.5と比較し、男性で高く

なっています。 

脳血管疾患が死因の上位であることから引き続き対策の強化が必要となっており、要因とな

る高血圧・肥満・メタボリックシンドローム予防のための生活習慣改善指導を強化していく必

要があります。 

 

２）糖尿病対策の充実 

 糖尿病の死亡数は減少傾向にありますが、平成 24～28年の標準化死亡比は、男性 228.6、女

性 104.3であり、平成 19～23年の男性 127.4、女性 60.4と比較し高くなっています。 

 糖尿病による死亡数は少ないものの、網膜症や腎症などの合併症や脳血管疾患、心疾患の併

発による生活の質の低下などから死亡につながることもあるため、特定健診、特定保健指導、

コントロール不良者の訪問指導などの対策の強化が必要です。 

 

３）こころの健康づくり（自殺対策）の取り組み 

 自殺による死亡は年々減少傾向にあり、平成 27年の死亡率（人口 10万対）は、国・県を下

回る状況となっています。 

 町では、計画初年度の平成 19年度から相談体制の整備、早期発見、知識の普及など、自殺予

防対策に重点的に取り組み、結果として自殺死亡率の低下につなげることができました。今後

もさらに事業の充実強化を図り、こころの健康づくり対策を推進していく必要があります。 

 

４）乳幼児期からの正しい生活習慣の確立 

  ３歳児のう歯保有率は年々改善されていますが、県平均と比較し 10％以上高い状況となって

おり、う歯に罹患する以前の予防対策を強化する必要があります。 

  若年生活習慣病予防健診の異常率は、平成 29年度は 77.6%と高いことから、乳幼児期から正

しい生活習慣を身につけるための保健指導や若年生活習慣病予防健診事後指導の充実強化を

図る必要があります。 

 

（４）領域別評価 

 領域別評価については、７つの領域に対し、以下のとおり評価を行いました。 

  Ａ：目標値に達した 

  Ｂ：目標値に達していないが、改善傾向にある 

  Ｃ：変わらない 

  Ｄ：悪化している 

  Ｅ：把握方法・対象者などが異なるため評価が困難 
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 領域別の評価結果 

領 域 

結 果 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計 Ａ＋Ｂ 

身体活動・運動 ２ ０ １ ２ ０ ５ ２ 

栄養・食生活 ３ １ ３ ６ ０ １３ ４ 

たばこ・アルコール ０ ７ １ ０ ０ ８ ７ 

こころの健康・休養 ３ ０ ０ ５ ０ ８ ３ 

がん・生活習慣病 ５ ６ ２ ２ １ １６ １１ 

口の健康 １ ４ ０ ５ ０ １０ ５ 

妊娠・出産・子育て  ８ ３ １ ８ ２ ２２ １１ 

合  計 

（％） 

２２ 

（26.8） 

２１ 

（25.6） 

 ８ 

（9.8） 

２８ 

（34.2） 

３ 

（3.7） 

８２

（100.0） 

４３ 

（52.4） 

※端数処理の関係上、パーセンテージの合計が 100％にならないことがあります。 

 

１）身体活動・運動 

指  標 対象 

1次計画

策定時 

（H18） 

2次計画

策定時 

（H24） 

最終評価 

（H29） 
目標 

設定

基準 

①体育の時間以外にも運動

をしている子どもの割合 

小学 5年 

中学 3年 

89.5% 

64.7% 

77.7% 

89.9% 

84.6% 

54.3% 

80％以上 

90％以上 

Ａ 

Ｄ 

②できるだけ体を動かすよ

うにしている人の割合 
成人 63.0% 77.7% 61.5%

※

 80％ Ｄ 

③日常生活での歩行時間が

60分以上の人の割合 
成人 53.4% 48.2% 50.0%

※

 増加 Ａ 

④運動習慣のある人の割合 成人 28.5% 30.3% 29.5%
※

 45％ Ｃ 

※ H28 

○出典  ①児童生徒健康調査 ②健康意識調査 ③④特定健診問診票 

（②H24については特定健診受診者アンケート調査による） 

 

 ４項目５指標のうち、「Ａ」は２指標、「Ｂ」は０指標、「Ｃ」は１指標、「Ｄ」は２指標でした。 

体育の時間以外に運動している小学生の割合は目標を達成しましたが、中学生は目標以下でした。 

成人では、日常生活での歩行時間 60 分以上の割合は増加しましたが、運動習慣のある人の割合

は横ばい状態です。 

【取り組み状況】 

 ・町内で開催されている各種運動教室・自主グループ活動についての情報提供 

 ・運動施設における運動器具の設置と利用のための普及啓発 

 ・運動についての正しい知識の普及、運動習慣定着のための意識の啓発 

【今後の課題】 

 ・運動習慣の定着に向けて既存の運動施設や身近な場所で運動できるような環境整備と利用の

ための普及啓発、情報提供の方法の検討を行う必要があります。 

 ・年代を問わず自分に合った運動を実践できるよう、運動の有効性や手法について広く普及啓

発を行う必要があります。 
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・運動を実践するためのきっかけづくりとして、自主グループや地域での介護予防教室への支

援、リーダー育成を行う必要があります。 

 

２）栄養・食生活 

指  標 対象 

1次計画

策定時 

（H18） 

2次計画

策定時 

（H24） 

最終評価 

（H29） 
目標 

設定

基準 

①毎日の朝食摂取率 

 

４歳児 
 

小学 5年 
 

中学 3年 

 

成人 

 

89.0% 
 

91.9% 
 

85.8% 
 

89.0% 

 

94.2% 
 

95.7% 
 

91.3% 
 

93.3% 

95.4%
※

 
 

93.0% 
 

86.6% 

93.3%
※

 

100％ 

 

Ｂ 
 

Ｄ 
 

Ｄ 
 

Ｃ 

②よく噛んで食べている子

どもの割合 

小学 5年 

中学 3年 

78.5% 

64.7% 

83.2% 

81.5% 

88.1% 

81.1% 
増加 

Ａ 

Ｃ 

③野菜が嫌いな子どもの割

合 

小学 5年 

中学 3年 

57.4% 

52.9% 

34.2% 

53.7% 

34.3% 

32.3% 
減少 

Ｃ 

Ａ 

④おやつの時間を決めてい

る割合 
３歳児 65.4% 83.7% 76.2%

※

 増加 Ｄ 

⑤食事バランスガイドを参

考にしている割合 
成人 ― 14.5% 12.9%

※

 40％ Ｄ 

⑥栄養成分表示を見るよう

にしている人の割合 
成人 37.5% 40.0% 33.7%

※

 45％ Ｄ 

⑦適正体重を維持する食事

量を知っている人の割合 
成人 38.9% 37.2% 41.1%

※

 40％ Ａ 

⑧塩分を控えている人の割

合 
成人 ― 85.6% 74.2%

※

 90％ Ｄ 

※ H28 

○出典  ①4歳児健康相談問診票・児童生徒健康調査・特定健診問診票  

②③児童生徒健康調査  ④3歳児健康診査問診票 ⑤～⑧健康意識調査 

（⑤～⑧H24については特定健診受診者アンケートによる） 

 

 ８項目 13指標のうち、「Ａ」は３指標、「Ｂ」は１指標、「Ｃ」は３指標、「Ｄ」は６指標でし 

た。 

毎日の朝食摂取率については、４歳児は改善傾向にあり、小学５年生・中学３年生は低下、成 

人は横ばいという状況でした。よく噛んで食べている子どもの割合は、小学５年生で大きく改善

し、中学３年生では横ばいでした。野菜が嫌いな子どもの割合は、小学５年生で横ばい、中学３

年生では大きく改善しています。３歳児でおやつの時間を決めている割合は低下しています。 

成人では、適正体重を維持する食事量を知っている人の割合は目標を達成しており、塩分を控

えている人の割合は目標を下回る状況でした。 

【取り組み状況】 

 ・健康づくりや生活習慣病予防のための適切な栄養・食生活に関する知識の普及、情報の提供 

 ・妊産婦、乳幼児に対する正しい食生活・食習慣についての知識の普及 

 ・児童生徒に対する食育指導の推進 
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 ・食生活改善推進員会などの組織活動への支援 

【今後の課題】 

 ・乳幼児期からの適切な食習慣の定着のため、子どもや保護者に対し、保育園・幼稚園・学校

と連携し普及啓発を行う必要があります。 

 ・ライフサイクルに応じた適切な栄養、食生活を進めるための普及啓発の機会をつくる必要が

あります。 

 ・食生活改善推進員会などへの支援を通じて、地域に取り組みを広げるための施策が必要です。 

 

３）たばこ・アルコール 

指  標 対象 

1次計画

策定時 

（H18） 

2次計画

策定時 

（H24） 

最終評価 

（H29） 
目標 

設定

基準 

①喫煙経験のある児童・生徒

の割合 

小学 5年 

中学 3年 

1.9% 

9.9% 

3.3% 

3.2% 

1.4% 

1.2% 
0％ 

Ｂ 

Ｂ 

②飲酒経験のある児童・生徒

の割合 

小学 5年 

中学 3年 

2.9% 

32.8% 

7.6% 

21.2% 

2.1% 

7.9% 
0％ 

Ｂ 

Ｂ 

③妊婦の喫煙者の割合 妊婦 7.4% 8.2% 1.1%
※

 0％ Ｂ 

④子どもの前で喫煙しない

人の割合 
成人 50.2% 72.9% 83.2% 100％ Ｂ 

⑤ほぼ毎日飲酒する人の割

合 
成人 23.3% 21.3% 22.0%

※

 減少 Ｃ 

⑥たばこが体に及ぼす影響

を知っている人の割合 
成人 94.7% 88.7% 91.0%

※

 100％ Ｂ 

※ H28 

○出典  ①②④児童生徒健康調査 ③妊婦連絡票  ⑤特定健診問診票  

⑥健康意識調査 

（⑥H24については特定健診受診者アンケートによる） 

 

 ６項目８指標のうち、「Ａ」は０指標、「Ｂ」は７指標、「Ｃ」は１指標、「Ｄ」は０指標でした。 

喫煙や飲酒経験のある小学５年生・中学３年生の児童生徒の割合は低下しており、改善傾向に

あります。妊婦の喫煙者の割合や子どもの前で喫煙をしない人の割合は改善しており、目標値に

近づいています。ほぼ毎日飲酒する人の割合及びたばこが体に及ぼす影響を知っている人の割合

はやや増加しています。 

【取り組み状況】 

 ・喫煙や飲酒の害についての正しい知識の普及 

 ・妊産婦や未成年者への正しい知識の普及 

 ・受動喫煙防止対策の推進 

【今後の課題】 

 ・児童生徒への飲酒・喫煙防止について学校と連携し普及啓発を行う必要があります。 

 ・妊産婦の相談・訪問をとおして飲酒・喫煙・受動喫煙防止を普及する必要があります。 

 ・飲酒・喫煙の情報提供を行うとともに、受動喫煙防止対策を進めていく必要があります。 
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４）こころの健康・休養 

指  標 対象 

1次計画

策定時 

（H18） 

2次計画

策定時 

（H24） 

最終評価 

（H29） 
目標 

設定

基準 

①困った時の相談相手がい

る人の割合 

小学 5年

中学 3年 

88.0% 

77.6% 

88.6% 

85.7% 

86.0% 

78.0% 
90％以上 

Ｄ 

Ｄ 

②十代の自殺者数 10代 0人 0人 0人
※

 0人 Ａ 

③睡眠による休養を十分に

とれていない人の割合 
成人 23.2% 21.8％ 30.1%

※

 17％以下 Ｄ 

④睡眠確保のためにお酒を

飲むことのある人の割合 
成人 23.7% 12.3% 18.0%

※

 11％以下 Ｄ 

⑤自殺者数 全体 11人 6人 3人
※※

 6人以下 Ａ 

⑥気分がひどく落ち込んで

自殺について考えることが

ある人の割合 

成人 

 

9.0% 11.7% 10.0%
※

 7％以下 Ｂ 

⑦町が自殺予防に取り組ん

でいることを知っている人

の割合 

成人 

 

36.0% 65.5% 46.1%
※

 増加 Ｄ 

※ H28  ※※H27 

○出典  ①児童生徒健康調査 ②青森県保健衛生統計 ③④⑦健康意識調査 

     ⑤青森県保健衛生統計 ⑥うつスクリーニング調査  

     （⑦H24については特定健診受診者アンケートによる） 

 

 ７項目８指標のうち、「Ａ」は２指標、「Ｂ」は１指標、「Ｃ」は０指標、「Ｄ」は５指標 

でした。 

 困った時の相談相手がいる人の割合は小学５年生・中学３年生ともに低下し、目標を達成で 

きませんでした。睡眠による休養が十分とれない人の割合や睡眠確保のためにお酒を飲むことが 

ある人の割合は高くなっており、目標を達成できませんでした。自殺者数は年々減少、気分が落 

ち込み自殺について考える人の割合も低くなっており、目標に近づいています。 

【取り組み状況】 

 ・児童生徒に対するこころの健康づくりの普及啓発 

 ・うつ病予防、自殺予防についての正しい知識の普及、早期発見のための事業実施 

 ・育児不安や産後うつ予防のための相談事業の実施 

 ・こころの健康相談窓口の周知 

【今後の課題】 

 ・睡眠の項目が悪化傾向にあることから、睡眠や休養についての情報提供や知識の普及を行う

必要があります。 

 ・ライフサイクルに応じた、こころの健康づくりについて普及啓発を行う必要があります。 

 ・町内会や介護予防教室など、地域におけるこころの健康づくりやひきこもり・うつ対策を進

めていく必要があります。 

 ・ゲートキーパーなどの人材育成、関係機関との連携による自殺予防対策を進めていく必要が

あります。 
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５）がん・生活習慣病 

指  標 対象 

1次計画

策定時 

（H18） 

2次計画

策定時 

（H24） 

最終評価 

（H28） 
目標 

設定

基準 

①肥満傾向児の割合 

小 5（全国）H28 

男 10.01% 女 7.86％ 

中 3（全国）H28 

 男 8.04% 女 7.7% 

３歳児 

小学５年 

 

中学３年 

― 

14.1% 

 

14.4% 

5.4% 

16.6% 

 

10.4% 

2.9% 

13.0% 

 

9.8% 

減少 

全国平均 

 

全国平均 

 

Ａ 

Ｂ 

 

Ｃ 

②若年生活習慣病予防健診

異常率 

中学 

1・2年 
48.5% 66.3% 77.6%

※

 46.2％ Ｅ 

③肥満者の割合 
成人男性 

成人女性 

32.8% 

32.4% 

35.3% 

29.8% 

35.8% 

32.1% 

25％ 

20％ 

Ｃ 

Ｄ 

④特定健康診査受診率 
国保被

保険者 
56.0% 44.7% 47.0% 60％ Ｂ 

⑤がん検診受診率（肺がん） 

      （胃がん） 

      （大腸がん） 

      （子宮がん） 

      （乳がん） 

      （前立腺がん） 

成人 

55.5% 

22.9% 

34.4% 

17.9% 

32.5% 

14.9% 

43.2% 

21.5% 

32.6% 

22.2% 

18.8％ 

41.0% 

47.3% 

27.0% 

41.1% 

37.0% 

31.0% 

70.0% 

65％ 

30％ 

45％ 

30％ 

45％ 

50％ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 

⑥がん検診精密検査受診率 成人 70.1% 72.5% 83.5% 80％ Ａ 

⑦特定保健指導実施率 
特定健診

受診者 
― 58.8% 60.8% 60％ Ａ 

⑧メタボリックシンドロー

ムの該当者・予備群の該当率 

特定健診

受診者 
― 26.2% 28.0% 22％ Ｄ 

                                     ※ H29 

○出典  ①３歳時健康診査結果・南部町学校保健白書 ②南部町学校保健白書 

     ③特定健康診査データ管理システム ④国保特定健康診査 

     ⑤地域保健・健康増進事業報告 ⑥市町村国保特定健康診査データ 

 

 ８項目 16指標のうち、「Ａ」は５指標、「Ｂ」は６指標、「Ｃ」は２指標、「Ｄ」は２指標、「Ｅ」 

は１指標でした。 

肥満傾向児の割合は、３歳児では低下し目標を達成しましたが、小学５年生・中学３年生では

全国平均を上回っています。若年生活習慣病予防健診異常率については、平成 27 年度より全員

に糖代謝検査（ヘモグロビンＡ1ｃ）を追加したため、目標値に対する評価が困難ですが、異常

率は高い状況にあります。 

成人では、肥満者の割合が、男女ともに高くなっており目標を達成できませんでした。特定健

康診査受診率については目標を達成しませんでしたが改善傾向にあります。がん検診は、子宮が

ん・前立腺がんについて目標を達成し、その他のがん検診については改善傾向にあります。がん

検診精密検査受診率と特定保健指導実施率は高くなっており目標を達成しました。メタボリッ

ク・シンドロームの該当者・予備群の該当者については、増加傾向にあり目標を達成できません

でした。 
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【取り組み状況】 

 ・乳幼児期や学齢期への生活習慣病予防のための普及啓発 

 ・特定健診や各種がん検診を受診しやすい体制づくりと普及啓発 

 ・健診及び精密検査受診勧奨、保健指導の強化 

 ・町内会や地区組織に対する生活習慣病予防の普及啓発 

【今後の課題】 

 ・子どもの肥満予防のために保育園・幼稚園・学校と連携し、正しい生活習慣について普及啓

発を行う必要があります。また、若年生活習慣病予防健康診査や事後指導による保健指導を

強化していく必要があります。 

 ・特定健診やがん検診の受診勧奨を継続していく必要があります。 

 ・健診受診者に対する精密検査受診勧奨、保健指導の徹底を図る必要があります。 

 ・町内会や地区組織に対し、生活習慣改善の普及啓発を図る必要があります。 

 

６）口の健康 

指  標 対象 

1次計画

策定時 

（H18） 

2次計画

策定時 

（H24） 

最終評価 

（H29） 
目標 

設定

基準 

①う歯のない者の割合 ３歳児 48.4% 55.9% 60.0%
※

 

県平均 

（H27）

71.23% 

Ｂ 

②甘味食品を１日３回以上

飲食する習慣の割合 

 
１・６歳 

 

３歳 

 
27.0% 

 

36.2% 

 
24.3% 

 

20.7% 

16.3%
※

 

29.5%
※

 

20％以下 

Ａ 

 

Ｄ 

③フッ化物歯面塗布を受け

たことがある割合 

 

１・６歳 

 

 

 

３歳 

 

 

― 

 

 

 

― 

 

 

9.7% 

 

 

 

35.1% 

 

5.8%
※

 

 

 

40.1%
※

 

 

県平均 

（H28）

15.4% 

県平均 

（H28） 

62.5% 

Ｄ 

 

 

 

Ｂ 

 

④12 歳児における１人平均

う歯数（ＤＭＦ歯数） 
12歳 1.9歯 1.3歯 2.12歯

※

 1.0歯以下 Ｄ 

⑤毎日歯みがきをしている

子どもの割合 

小学 5年 

中学 3年 

85.6% 

91.8% 

92.3% 

96.2% 

90.9% 

97.0% 
増加 

Ｄ 

Ｂ 

⑥定期的に歯の健診を受け

ている割合 
成人 11.2% 21.5% 18.3%

※

 30％以上 Ｄ 

⑦歯みがきを１日２回以上

している割合 
成人 53.8% 60.0% 62.6%

※

 80％以上 Ｂ 

※ H28 

○出典  ①３歳児健康診査結果  

②③１歳６か月児健康診査問診票・３歳児健康診査問診票  

④南部町学校保健白書  ⑤児童生徒健康調査 ⑥⑦健康意識調査 

（⑥⑦H24は特定健診受診者アンケートによる） 
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 ７項目 10指標のうち、「Ａ」は１指標、「Ｂ」は４指標、「Ｃ」は０指標、「Ｄ」は５指標でし 

た。 

 う歯のない３歳児の割合は、目標を達成しませんでしたが改善傾向にあります。甘味食品１日

３回以上飲食する割合について、１歳６か月児は改善し、３歳児は目標を達成できませんでした。

フッ化物歯面塗布の経験について、１歳６か月児及び３歳児のいずれも県平均より低い状況でし

た。12歳児の１人平均う歯数は増加しており、目標を達成できませんでした。毎日歯みがきして

いる子どもの割合については、中学３年生は横ばいですが、小学５年生は低下しています。 

成人では定期的に歯の健診をしている者の割合と歯みがきを１日２回以上している人の割合

は目標を達成できませんでした。 

【取り組み状況】 

 ・乳幼児のう歯予防・早期治療についての普及啓発 

 ・う歯や歯周疾患予防についての普及啓発 

【今後の課題】 

 ・幼児のう歯予防のために乳歯萌出前から歯みがき・間食など予防について普及する必要があ

ります。 

 ・学校、保育園、幼稚園などと連携し、歯科専門職の協力による歯科保健対策を進める必要が

あります。 

 ・ライフサイクル別のう歯・歯周疾患予防のための具体的な対策について検討していく必要が

あります。 

 

７）妊娠・出産・子育て 

指  標 対象 

1次計画

策定時 

（H18） 

2次計画

策定時 

（H24） 

最終評価 

（H29） 
目標 

設定

基準 

①妊婦死亡率 妊婦 0.0 0.0 0.0
※

 0.0 Ａ 

②周産期死亡率 周産期 0.0 0.0 0.0
※

 0.0 Ａ 

③妊娠 11週以下での妊娠届出率 妊婦 ― 87.4% 86.2%
※

 100％ Ｄ 

④全出生数中の低出生体重

児の割合 
出生児 8.5% 7.29% 5.4%

※

 0％ Ｂ 

⑤全出生数中の極低出生体

重児の割合 
出生児 0.8% 0% 0%

※

 0％ Ａ 

⑥新生児死亡率 新生児 0.0 0.0 0.0
※

 0.0 Ａ 

⑦乳児死亡率 乳児 0.0 0.0 0.0
※

 0.0 Ａ 

⑧虐待による死亡数 児童 0人 0人 0人
※

 0人 Ａ 

⑨乳児健康診査受診率 乳児 91.5% 87.2% 91.3%
※

 94.2％ Ｂ 

⑩１歳６か月児健康診査受診率 １・６歳 86.2% 92.8% 99.0%
※

 95.0% Ａ 
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⑪３歳児健康診査受診率 ３歳 93.0% 97.4% 98.1%
※

 100％ Ｂ 

⑫出産後１か月時の母乳育

児の割合 
 ― 61.1% 45.5%

※

 増加 Ｄ 

⑬困った時の相談相手がい

る人の割合 

 
就学前
保護者 

 
就学児 
保護者 

 
小学 5年 

中学 3年 

 

― 

 

― 
 

88.0% 

77.6% 

 

68.4% 

 

78.8% 
 

88.6% 

85.7% 

98.3 %
※※

 

85.9％
※※

 

86.0% 

78.0% 

 

80％以上 

 

80％以上 
 

90％以上 

90％以上 

 

Ｅ 

 

Ｅ 
 
Ｄ 

Ｄ 

⑭22時以降に就寝する割合 

 

１・６歳 

 

３歳 

 

小学 5年 

 

17.2% 

 

30.8% 

 

36.8% 

 

15.5% 

 

27.0% 

 

48.9% 

12.5%
※

27.9%
※

 

 

65.0% 

減少 

 

Ａ 

 

Ｃ 

 

Ｄ 

⑮23時以降に就寝する割合 中学 3年 70.3% 61.5% 75.6% 減少 Ｄ 

⑯周囲から大切にされてい

ると思う人の割合 

小学 5年 

中学 3年 

― 

― 

78.3% 

82.5% 

72.7% 

81.1% 
90％以上 

Ｄ 

Ｄ 

※H28  ※※H25 

○出典  ①～⑧青森県保健衛生統計 ⑨～⑫母子保健関係業務まとめ 

     ⑬南部町子ども・子育て支援事業計画、児童生徒健康調査 

     ⑭１歳６か月児健康診査問診票・３歳児健康診査問診票・児童生徒健康調査 

     ⑮⑯児童生徒健康調査 

 16項目 22指標のうち、「Ａ」は８指標、「Ｂ」は３指標、「Ｃ」は１指標、「Ｄ」は８指標、「Ｅ」 

は２指標でした。 

 妊産婦死亡、周産期死亡、新生児死亡、乳児死亡、虐待による死亡についてゼロを継続してい 

ます。妊娠 11週以下での妊娠届出、出産後１か月児の母乳育児の割合は目標を達成できません 

でした。低出生体重児の割合は徐々に低下傾向にあり、極出生体重児の割合はゼロで、目標を達 

成しました。１歳６か月児健康診査受診率は目標を達成し、乳児健康診査・３歳児健康診査は目 

標には届きませんでしたが、改善傾向にあります。22時以降に就寝する割合は、１歳６か月児は 

改善、３歳児は横ばい、小学５年生は悪化しています。23時以降に就寝する中学３年生の割合は 

悪化し、目標を達成できませんでした。周囲から大切にされていると思う小学５年生・中学３年 

生の割合は低くなっており、目標を達成できませんでした。 

【取り組み状況】 

 ・安心、安全な妊娠・出産・子育てのための相談・訪問事業の実施 

 ・乳幼児・児童生徒の健全な発育・発達を促すための、相談・訪問・健診・健康教育の実施 

 ・思春期保健教育の実施 

【課題】 

 ・妊産婦、乳幼児の健診・相談・訪問事業をとおして安心・安全な出産・子育てを推進し、妊

産婦死亡や乳児死亡ゼロを継続していくことが必要です。 

 ・乳幼児健診や相談、訪問指導をとおし、乳幼児の健全な発育・発達を促すとともに、妊娠・

出産・子育てについて切れ目のない支援を行う必要があります。 

 ・学校と連携し、思春期保健対策を推進していく必要があります。 
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分
野

現状
24年度

目標 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
24年度
比較

評価 出典

小５ 77.7% 80%以上 - - - - 84.6% 6.9%増 Ａ

中３ 89.9% 90%以上 - - - - 54.3% 35.6%減 Ｄ

成人 77.7% → 80% - - - 61.5% - 16.2%減 Ｄ
健康意識
調査

成人 48.2% → 増加 46.0% 18.1% 48.1% 50.0% 1.8%増 Ａ

成人 30.3% → 45% 28.1% 25.6% 27.9% 29.5% 0.8%減 Ｃ

4歳児 94.2% 100% 92.5% 93.3% 98.0% 95.4% 1.2%増 Ｂ
4歳児健康相談
問診票

小５ 95.7% 100% - - - - 93.0% 2.7%減 Ｄ

中３ 91.3% 100% - - - - 86.6% 4.7%減 Ｄ

小５ 83.2% 増加 - - - - 88.1% 4.9%増 Ａ

中３ 81.5% 増加 - - - - 81.1% 0.4%減 Ｃ

小５ 34.2% 減少 - - - - 34.3% 0.1%増 Ｃ

中３ 53.7% 減少 - - - - 32.3% 21.4%減 Ａ

3歳児 83.7% → 増加 78.2% 71.8% 71.3% 76.2% 7.5%減 Ｄ
3歳児健診
問診

成人 93.3% → 100% 93.7% 36.0% 92.5% 93.3% 増減なし Ｃ
ＫＤＢシ
ステム

成人 14.5% → 40% - - - 12.9% - 1.6%減 Ｄ

成人 40.0% → 45% - - - 33.7% - 6.3%減 Ｄ

成人 37.2% → 40% - - - 41.1% - 3.9%増 Ａ

成人 85.6% 90% - - - 74.2% - 11.4%減 Ｄ

小５ 3.3% 0% - - - - 1.4% 1.9%減 Ｂ

中３ 3.2% 0% - - - - 1.2% 2.0%減 Ｂ

小５ 7.6% 0% - - - - 2.1% 5.5%減 Ｂ

中３ 21.2% 0% - - - - 7.9% 13.3%減 Ｂ

妊婦 8.2% → 0% 4.3% 5.6% 5.6% 1.1% 7.1%減 Ｂ
妊婦連絡
票集計

成人 72.9% → 100% - - - - 83.2% 10.3%増 Ｂ
児童生徒
健康調査

成人 21.3% → 減少 21.7% 21.1% 22.1% 22.0% 0.7%増 Ｃ
特定健診
問診

成人 88.7% → 100% - - - 91.0% - 2.3%増 Ｂ
健康意識
調査

小５ 88.6% - - - - 86.0% 2.6%減 Ｄ

中３ 85.7% - - - - 78.0% 7.7%減 Ｄ

0人 → 0人 0人 0人 0人 0人 増減なし Ａ
人口動態
統計

成人 21.8% → 17%以下 - - - 30.1% - 8.3%増 Ｄ

成人 12.3% → 11%以下 - - - 18.0% - 5.7%増 Ｄ

→

→

妊婦の喫煙者の割合

児童生徒
健康調査

健康意識
調査

４．第２次計画の目標と実績
評価：Ａ 目標値に達した Ｂ 目標値に達していないが改善傾向にある Ｃ 変わらない　Ｄ 悪化している Ｅ 評価困難

指標

身
体
活
動
・
運
動

放課後など、体育の時間以外にも運
動をしている子どもの割合

→
児童生徒
健康調査

できるだけ体を動かすようにしてい
る人の割合
日常生活での歩行時間が60分以上の
人の割合 特定健診

問診票運動習慣のある人の割合(週2回以
上）

児童生徒
健康調査

子どもの前で喫煙しない人の割合

ほぼ毎日飲酒する人の割合

たばこが体に及ぼす影響を知ってい
る人の割合

飲食店や食品売り場で栄養成分表示
を見るようにしている人の割合
適正体重を維持する食事量を知って
いる人の割合

た
ば
こ
・
ア
ル
コ
ー

ル

喫煙経験のある児童・生徒の割合 →

飲酒経験のある児童・生徒の割合

栄
養
・
食
生
活

塩分を控えている人の割合

野菜が嫌いな子どもの割合 →

3歳児でおやつの時間を決めている
割合

毎日の朝食摂取率

食事バランスガイドを参考にしてい
る人の割合

毎日の朝食摂取率
　（乳幼児・児童・生徒）

→

よく噛んで食べている
　　　　　　子どもの割合

児童生徒
健康調査

十代の自殺者数

睡眠による休養を十分にとれていな
い人の割合 健康意識

調査睡眠確保のためにお酒を飲むことの
ある人の割合

困った時の相談相手がいる人の割合 → 90%以上
こ
こ
ろ
の
健
康
・
休
養
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分
野

現状
24年度

目標 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
24年度
比較

評価 出典

6人 → 6人以下 5人 3人 3人 3人減 Ａ
人口動態統
計

成人 11.7% → 7%以下 7.8% 8.3% 7.0% 10.0% 1.7%減 Ｂ
うつ病スク
リーニング

成人 65.5% → 増加 - - - 46.1% - 19.4%減 Ｄ
特定健診問
診票

3歳児 5.4% 減少 1.8% 0.9% 3.1% 2.9% 2.5%減 Ａ
3歳児健康診
査結果

小５ 16.6% 全国平均 15.5% 12.0% 10.9% 13.0% 3.6%減 Ｂ

中３ 10.4% 全国平均 12.0% 12.0% 6.6% 9.8% 0.6%減 Ｃ

中１
中２ 66.3% → 46% 66.9% 65.5% 74.7% 74.1% 77.6% - Ｅ

健診結果集
計

男性 35.3% 25% 35.0% 34.0% 32.7% 35.8% 0.5%減 Ｃ

女性 29.8% 20% 29.2% 30.1% 30.2% 32.1% 2.3%増 Ｄ

44.7% → 60% 43.7% 45.2% 46.2% 47.0% 2.3%増 Ｂ

43.2% → 65% 43.3% 48.5% 49.7% 47.3% 4.1%増 Ｂ

21.5% → 30% 21.0% 26.7% 27.7% 27.0% 5.5%増 Ｂ

32.6% → 45% 33.2% 39.3% 42.9% 41.1% 8.5%増 Ｂ

22.2% → 30% 30.1% 52.9% 52.9% 37.0% 14.8%増 Ａ

18.8% → 45% 27.9% 45.9% 39.2% 31.0% 12.2%増 Ｂ

41.0% → 50% 33.5% 31.0% 34.5% 70.0% 29.0%増 Ａ

72.5% → 80% 71.8% 75.3% 71.2% 83.5% 11.0%減 Ａ

58.8% → 60% 46.6% 54.0% 56.2% 60.8% 2.0%増 Ａ

26.2% → 22% 26.2% 26.4% 25.4% 28.0% 1.8%増 Ｄ

3歳児 55.9% → 県平均 63.6% 55.5% 60.6% 60.0% 4.1%増 Ｂ
3歳児健診結
果

1歳6か
月児 24.3% 20%以下 23.4% 14.7% 14.9% 16.3% 8.0%減 Ａ

1歳6か月児
問診票

3歳児 20.7% 20%以下 21.8% 36.3% 30.0% 29.5% 8.8%増 Ｄ
3歳児健診問
診票

1歳6か
月児 9.7% 県平均 13.1% 7.8% 5.3% 5.8% 3.9%減 Ｄ

1歳6か月児
問診票

3歳児 35.1% 県平均 27.3% 30.0% 29.8% 40.1% 5.0%増 Ｂ
３歳児健診
問診票

12歳 1.3歯 →
1.0歯
以下

1.1 歯 1.0 歯 2.1 歯 2.1 歯 0.8歯増 Ｄ
学校保健白
書

小５ 92.3% - - - - 90.9% 1.4%減 Ｄ

中３ 96.2% - - - - 97.0% 0.8%増 Ｂ

成人 21.5% → 30%以上 - - - 18.3% - 3.2%減 Ｄ

成人 60.0% → 80%以上 - - - 62.6% - 2.6%増 Ｂ

妊婦 0.0 → 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 増減なし Ａ

0.0 → 0.0 0.0 0.0 19.6 増減なし Ａ

妊婦 87.4% → 100% 87.4% 91.0% 89.9% 86.2% 8.8%減 Ｄ

妊婦 7.29% → 0% 9.5% 9.8% 7.0% 5.4% 1.89%減 Ｂ

妊婦 0% → 0% 3.6% 0.0% 1.0% 0.0% 増減なし Ａ

人口動態統
計

フッ化物歯面塗布を受けたことがあ
る割合

妊婦死亡率妊
娠
・
出
産
・
子
育
て

周産期死亡率

妊娠11週以下での妊娠届出率

全出生数中の低出生体重児の割合

全出生数中の極低出生体重児の割合

→ 増加

定期的に歯の検診を受けている割合

評価：Ａ 目標値に達した Ｂ 目標値に達していないが改善傾向にある Ｃ 変わらない　Ｄ 悪化している Ｅ 評価困難

→

若年生活習慣病予防健康診査異常率

肥満者の割合 →

指標

健
康
・
休
養

こ
こ
ろ
の

自殺者数

気分がひどく落ち込んで自殺につい
て考えることがある人の割合
町が自殺予防に取り組んでいること
を知っている人の割合

が
ん
・
生
活
習
慣
病

肥満傾向児の割合

健康診査受診率（特定健康診査受診率）

がん検診受診率（肺がん）

特定保健指導実施率

　　　　　　　（前立腺がん）

がん検診精密検査受診率

学校保健白
書

ＫＤＢシス
テム

児童生徒健
康調査

健康意識調
査

歯みがきを1日2回以上している割合

ＫＤＢシス
テムメタボリックシンドロームの該当者・予備

群の該当率

口
の
健
康

3歳児のう歯のない者の割合

甘味食品を1日3回以上飲食する習慣
の割合

→

12歳児における1人平均う歯数（DMF
歯数）

毎日歯みがきをしている子どもの割
合

地域保健・
健康増進事
業報告

　　　　　　　（胃がん）

　　　　　　　（大腸がん）

　　　　　　　（子宮がん）

　　　　　　　（乳がん）
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分
野

現状
24年度

目標 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
24年度
比較

評価 出典

妊婦 0.0 → 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 増減なし Ａ

妊婦 0.0 → 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 増減なし Ａ

0人 → 0人 0人 0人 0人 0人 増減なし Ａ

87.2% → 94.2% 89.7% 95.7% 94.0% 91.3% 4.1%増 Ｂ

92.8% → 95.0% 94.4% 93.6% 98.9% 99.0% 6.2%増 Ａ

97.4% → 100% 96.5% 98.2% 94.0% 98.1% 0.7%増 Ｂ

61.1% 増加 41.4% 48.4% 52.3% 45.5% 15.6%減 Ｄ

68.4% 80%以上 98.3% - - - - - Ｅ

78.8% 80%以上 85.9% - - - - - Ｅ

1歳6か
月児 15.5% 18.8% 13.7% 10.6% 12.5% 3.0%減 Ａ

1歳6か月児
健診問診票

3歳児 27.0% 29.5% 25.4% 25.8% 27.9% 0.9%増 Ｃ
3歳児健診問
診票

小５ 48.9% → 減少 - - - - 65.0% 16.1%増 Ｄ

中３ 61.5% → 減少 - - - - 75.6% 14.1%増 Ｄ

小５ 88.6% 90%以上 - - - - 86.0% 2.6%減 Ｄ

中３ 85.7% 90%以上 - - - - 78.0% 7.7%減 Ｄ

小５ 78.3% 90%以上 - - - - 72.7% 5.6%減 Ｄ

中３ 82.5% 90%以上 - - - - 81.1% 1.4%減 Ｄ

児童生徒健
康調査

人口動態統
計

健康福祉事
業実績報告

子ども支援
事業計画ア
ンケート

新生児死亡率

乳児死亡率

虐待による死亡数

乳児健康診査受診率

1歳6か月児健康診査受診率

3歳児健康診査受診率

出産後1か月時の母乳育児の割合

困った時の相談相手がいる人の割合
（就学児童保護者）

指標

→ 減少

22時以降に就寝する小学生の割合

23時以降に就寝する中学生の割合

困った時の相談相手がいる人の割合

周囲から大切にされていると思う人
の割合

評価：Ａ 目標値に達した Ｂ 目標値に達していないが改善傾向にある Ｃ 変わらない　Ｄ 悪化している Ｅ 評価困難

妊
娠
・
出
産
・
子
育
て

22時以降に就寝する乳幼児割合

困った時の相談相手がいる人の割合
（就学前児童保護者）
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５．南部町健康福祉課　平成29年度健康関連事業

南部町健康増進計画　第２次すこやか南部21　７つの柱

【身体活動・運動】

事　　　業 期　　日 場　　所 対　　象 内　　　　容

運動推進事業 随時 町内運動施設 町民 運動器具を活用した運動指導

転倒・寝たきり予防教室 通年 町内運動施設 町民 運動の知識・実践指導（社会教育課主催）

運動自主グループ支援 随時 町内施設 自主グループ 運動・生活習慣病予防についての指導

メタボすっきり解消教室 3月 バーデハウス 特定保健指導対象者 生活習慣病予防のための運動指導

脱ぽよプロジェクト 11～3月 バーデハウス 特定保健指導対象者 生活習慣病予防のための運動指導

小学生健康支援プロジェクト 5～11月
福地・福田小学校

バーデハウス
福地小及び福田小

5・6年 運動指導、体組成・体力測定

運動器の機能向上事業 通年 バーデハウス 高齢者 運動指導

高齢者水中運動教室 10～3月 バーデハウス 高齢者 水中運動指導

地区介護予防教室 月1～2回 各地区集会所 高齢者 運動指導

【栄養・食生活】

事　　　業 期　　日 場　　所 対　　象 内　　　　容

妊産婦栄養指導 随時 健康センター他 妊産婦 妊産婦の栄養指導

離乳食指導（乳児相談・乳児
健診）

年10回 健康センター
生後4～5か月児
生後8～10か月児

離乳食指導・試食

幼児栄養指導（1歳6か月児
健診・2歳児歯科健診・3歳児
健診・4歳児相談）

年22回 健康センター

1歳7～8か月児
2歳6～8か月児
3歳7～8か月児
4歳7～8か月児

幼児食・おやつの指導

小中学生食育教室 随時 各小中学校 小中学生 食事や間食についての指導

親子健康面談 7月・12月 各中学校 中学1・2年生 食事や間食についての指導

特定保健指導・脱ぽよプロ
ジェクト・メタボすっきり解消
教室

通年
健康センター
バーデハウス

特定保健指導対象者 生活習慣病予防のための栄養指導

健康講座（糖尿病予防） 10～3月 町内施設 コントロール不良者 生活習慣病予防のための栄養指導

地区健康教室（栄養教室） 随時 各地区集会所 対象地区
食生活改善推進員による調理実
習、保健師・栄養士による保健指導

達者ｄｅ健康相談 月2回 健康センター 町民 栄養指導

訪問指導 随時 町内 健診受診者
要医療判定者・コントロール不良者
のへ栄養指導

栄養改善事業 通年 町内 高齢者 栄養指導

地区介護予防教室 随時 各地区集会所 高齢者 栄養指導
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【たばこ・アルコール】

事　　　業 期　　日 場　　所 対　　象 内　　　　容

妊産婦保健指導 随時 健康センター他 妊産婦 喫煙・飲酒についての保健指導

特定保健指導 随時 町内 特定保健指導対象者 喫煙・飲酒についての保健指導

【こころの健康・休養】

事　　　業 期　　日 場　　所 対　　象 内　　　　容

産後うつスクリーニング 随時 町内 産婦 調査票記入後の保健指導

心の健康教室 随時 各小学校 小学5～6年生 臨床心理士による健康教育

乳幼児保健指導 年32回 健康センター 乳幼児 各種健診・相談時の保健指導

思春期ふれあい体験学習 随時 各小中学校 小中学生 妊婦体験・乳児ふれあい体験

心の電話・メール相談 随時 健康センター 町民 電話やメールによる相談受付

心の健康相談 年6回 健康センター 町民 専門医への相談

心の健康診断 10～12月 町内 対象年齢者 問診票の送付・電話などによる相談

無料法律相談 年4回 町内施設 町民 弁護士による相談

人材育成事業 1回 健康センター 町民 ゲートキーパーの養成

訪問指導 随時 町内 町民 保健師による訪問指導

精神障害者家族会への支援 随時 老人福祉センター 家族会員 活動育成支援

地区介護予防教室 随時 各地区集会所 高齢者 心の健康づくり講話

【がん・生活習慣病】

事　　　業 期　　日 場　　所 対　　象 内　　　　容

小中学校健康教室 随時 各学校 児童生徒 生活習慣病予防に関する健康教育

乳幼児保健指導 年32回 健康センター 乳幼児 生活習慣についての保健指導

若年生活習慣病予防健診 4～5月 各中学校 中学1・2年生 血圧・体組成・血液検査など

中学生ピロリ菌抗体検査
及び除菌治療

4～5月
一次検査

各中学校 中学2年生 抗体検査及び除菌治療

親子健康面談 7月・12月 各中学校 中学1・2年生 生活習慣病予防の保健指導・栄養指導

若年生活習慣病予防健診事
後指導

随時 各中学校 中学1・2年生 生活習慣病予防に関する健康教育

各種がん検診 通年
町内施設
委託機関

町民 各種がん検診受診勧奨

特定健康診査 通年
町内施設
委託機関

国保世帯 特定健診受診勧奨

特定保健指導 通年 町内 特定保健指導対象者 保健指導・栄養指導

達者ｄｅ健康相談 月2回 健康センター 町民 栄養・運動などの保健指導

メタボすっきり解消教室 3月 バーデハウス 特定保健指導対象者 栄養・運動などの保健指導
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脱ぽよプロジェクト 11～3月 バーデハウス 特定保健指導対象者 栄養・運動などの保健指導

健康講座 12～3月 町内施設 コントロール不良者 栄養・運動などの保健指導

訪問指導 随時 町内 町民 保健師・栄養士による指導

地区健康相談・健康教育 随時 各地区集会所 町民 保健師・栄養士による指導

冬の筋力ため得講座 2～3月 町内施設 町民 講話・運動実技

【口の健康】

事　　　業 期　　日 場　　所 対　　象 内　　　　容

乳幼児歯科保健指導 年32回 健康センター 乳幼児 各種健診・相談時の保健指導

幼児歯科健康診査（1歳6
か月児健診、2歳児歯科
健診、3歳児健診）

年16回 健康センター
1歳7～8か月児
2歳6～8か月児
3歳7～8か月児

歯科診察

保育園・幼稚園歯科健康教室 随時 保育園・幼稚園 幼児 歯科衛生士による歯科保健指導

口腔機能向上事業 年9回 バーデハウス 高齢者 歯科衛生士・言語聴覚士による指導

【妊娠・出産・子育て】

事　　　業 期　　日 場　　所 対　　象 内　　　　容

妊婦保健指導 随時 健康センター 妊婦 母子健康手帳の交付、相談

妊婦委託健康診査 随時 委託医療機関 妊婦 妊婦健診

妊産婦・乳幼児・児童家庭訪問 随時 町内外
妊産婦・乳幼児・

児童生徒
保健指導

子育てメール・電話相談 随時 健康センター 子育て中の親など 健康・育児相談

先天性股関節脱臼検診 随時 委託医療機関
生後3～5か月の

乳児
股関節脱臼検診勧奨

乳児委託健康診査 随時 委託医療機関 生後１歳までの乳児 乳児健診の勧奨

乳児健康相談 年6回 健康センター 生後4～5か月児 保健指導、栄養指導

乳児健康診査 年4回 健康センター 生後8～10か月児 診察、保健指導、栄養指導

１歳６か月児健康診査 年6回 健康センター 1歳7～8か月児 診察、保健指導、栄養指導

２歳児歯科健康診査 年4回 健康センター 2歳6～8か月児 歯科診察、保健指導、栄養指導

３歳児健康診査 年6回 健康センター 3歳7～8か月児 診察、保健指導、栄養指導

４歳児健康相談 年6回 健康センター 4歳7～8か月児 保健指導、栄養指導

１歳６か月児・3歳児精神発
達精密健康診査

年3回 健康センター他 対象児 精神発達検査・指導

ことばの教室 週1回 健康センター 対象児 言語発達訓練・指導

発達相談 月3回 健康センター 対象児 行動・情緒などの発達の相談

子育て教室 年5回 健康センター 妊産婦・乳幼児
子どもの健康・子育てに関する
講話・実習
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健康づくりなどの事業

【健康づくり・地区組織育成支援関係】

事　　　業 期　　日 場　　所 対　　象 内　　　　容

健康福祉推進協議会 7月・11月 健康センター 協議会委員 町の健康福祉に関する協議

「健康の日」普及事業 年1回 広報 町民 広報掲載によるＰＲ

啓発事業（広報掲載） 随時 広報 町民 広報掲載によるＰＲ

地区別健康相談 10・1・2月 各地区 町民 芸能発表会における健康相談

保健推進員会議・研修会 2月 ゆとりあ 保健推進員 活動に関する会議・研修

食生活改善推進員研修会 4月 健康センター 食生活改善推進員 活動に関する研修

【感染症予防関係】

事　　　業 期　　日 場　　所 対　　象 内　　　　容

乳幼児・児童・生徒予防接種 随時 委託医療機関 乳幼児・児童生徒 各種予防接種の勧奨

高齢者予防接種 随時 委託医療機関 高齢者 各種予防接種の勧奨

【保健師地区活動関係】

事　　　業 期　　日 場　　所 対　　象 内　　　　容

要援護者訪問指導 随時 町内 要援護者 保健師による訪問指導

訪問指導 随時 町内 町民 保健師による訪問指導

各地区健康教室 随時 各地区 各地区 保健師による健康教育
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